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自衛隊犯罪捜査服務規則を次のように定める。

昭和３４年１２月２１日

防衛庁長官 赤 城 宗 徳

自 衛 隊 犯 罪 捜 査 服 務 規 則

改正
昭和３６年 ９月２９日庁訓第 ５５号
昭和３７年 ５月 １日庁訓第 ３１号
昭和３７年１０月１２日庁訓第 ６４号
昭和３７年１１月 １日庁訓第 ７３号
昭和３７年１２月２７日庁訓第 ８９号
昭和３９年 ２月２８日庁訓第 ５号
昭和４９年 ４月１１日庁訓第 ２７号
昭和５８年１２月１９日庁訓第 ３２号
昭和５９年 ６月３０日庁訓第 ３７号
昭和６０年１２月２１日庁訓第 ４２号
平成 ７年 ６月２８日庁訓第 ４３号
平成 ９年 １月１７日庁訓第 １号
平成１２年１２月２５日庁訓第 ９５号
平成１３年 １月 ６日庁訓第 ２号
平成１５年 ３月２６日庁訓第 ９号
平成１６年 ３月２９日庁訓第 １３号
平成１８年 ３月２７日庁訓第 １２号
平成１８年 ５月２２日庁訓第 ７２号
平成１８年 ７月２８日庁訓第 ８３号
平成１８年 ９月２７日庁訓第 ９９号
平成１９年 １月 ５日庁訓第 １号
平成１９年 ８月３０日省訓第１４５号
平成１９年 ９月２８日省訓第１６２号
平成２１年 ４月２７日省訓第 ３２号
平成２７年１０月 １日省訓第 ３９号
平成２８年１１月３０日省訓第 ６８号
平成３０年 ５月２２日省訓第 ３２号
平成３０年１１月２７日省訓第 ４４号

令和 元年 ５月２０日省訓第 ２号

令和 元年 ６月２０日省訓第 ８号

令和 ４年 ３月２９日省訓第 ３３号

令和 ５年１２月 １日省訓第１０９号

令和 ６年 ９月３０日省訓第３１２号

目次

第１章 総則（第１条－第４６条）

第１節 通則（第１条－第３条）

第２節 捜査の心構え（第４条－第１８条）



- 2 -

第３節 捜査の指揮監督（第１９条－第２２条）

第４節 担当区域（第２３条・第２４条）

第５節 陸上警務官等、海上警務官等及び航空警務官等の相互の関係（第２５

条）

第６節 部隊等との連絡（第２６条－第２９条）

第７節 検察官との関係（第３０条－第３５条）

第８節 警察との関係（第３６条－第３８条）

第９節 他の特別司法警察職員との関係（第３９条－第４３条）

第10節 防衛大臣の承認を要する捜査等（第４４条－第４６条）

第２章 捜査の開始（第４７条－第９１条）

第１節 捜査の着手（第４７条－第５１条）
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第４款 実況見分（第１５０条－第１５４条）

第５款 領置（第１５５条－第１６９条）

第８節 強制捜査（第１７０条－第２５３条）

第１款 令状の請求（第１７０条－第１７９条）

第２款 被疑者の逮捕（第１８０条－第２０４条）
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第５款 捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査（第２２８条

－第２５３条）

第９節 鑑定、通訳及び翻訳（第２５４条－第２６４条）

第４章 取調べ（第２６５条－第３０２条の２）

第１節 供述の任意性（第２６５条－第２６７条）
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第２節 取調べ上の一般的注意（第２６８条－第２７１条）

第３節 取調べの態度（第２７２条－第２７７条）

第４節 取調べの要領（第２７８条－第２８８条の３）

第５節 証人尋問の請求の連絡（第２８９条－第２９１条）

第６節 供述調書等（第２９２条－第３０２条の３）

第１款 供述調書（第２９２条－第３００条）

第２款 その他の供述書（第３０１条・第３０２条）

第３款 取調べ状況報告書等（第３０２条の２）

第４款 取調べ室の構造及び設備の基準（第３０２条の３）

第５章 鑑識（第３０３条－第３０９条）

第６章 捜査事件の処理（第３１０条－第３２６条）

第１節 事件の送致又は送付（第３１０条－第３１９条）

第２節 事件の引継ぎ、捜査中止事件及び未検挙事件の処置（第３２０条－第

３２３条）

第３節 微罪処分（第３２４条－第３２６条）

第７章 捜査書類の作成（第３２７条－第３３３条）

第１節 捜査書類作成上の注意（第３２７条－第３３１条）

第２節 書類の受理及び簿冊（第３３２条・第３３３条）

第８章 少年事件の手続に関する特則（第３３４条－第３４８条）

第９章 国際連合の軍隊及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等の犯した罪（第３４

９条－第３５１条）

第１０章 令状の執行（第３５２条・第３５３条）

第１１章 防衛出動等の場合における手続（第３５４条・第３５５条）

第１２章 雑則（第３５６条）

第１章 総則

第１節 通則

（目的）

第１条 この訓令は、警務官等が犯罪の捜査を行なうにあたつて守るべき心構え、

捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「警務官等」とは、警務官及び警務官補をいう。

(2) 「陸上警務官等」とは、陸上自衛官である警務官等をいう。

(3) 「海上警務官等」とは、海上自衛官である警務官等をいう。

(4) 「航空警務官等」とは、航空自衛官である警務官等をいう。

(5) 「自衛官等」とは、自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第９６条第１項

第１号に規定する自衛官等をいう。
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(6) 「職員」とは、自衛隊法第２条第５項に規定する者であつて前号の自衛官等

以外の者をいう。

(7) 「部隊等」とは、防衛省本省の内部部局、施設等機関、統合幕僚監部、陸上

幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、統合幕僚学校、陸上自衛隊、海上自

衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防

衛局又は防衛装備庁をいう。

(8) 「警務部隊」とは、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の警務隊の各級

部隊をいう。

(9) 「自衛隊の施設」とは、自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設を

いう。

(10)「医官」とは、自衛官である医師又は必要により歯科医師（状況により自衛

官以外の医師及び歯科医師を含む。）をいう。

(11)「基本様式」とは、検事総長が定めた司法警察職員捜査書類基本書式例（平

成１２年最高検企第５４号）に定める様式をいう。

(12)「別紙様式」とは、この訓令に定める別紙様式をいう。

（警務官等の心構え）

第３条 警務官等は、部内の秩序維持の職務に専従する者として、その重責を自覚

し、使命に対する強い信念を養い、徳操をみがき、識見及び技能の向上を図り、

体力及び気力を充実し、相互に協力一致して職務の遂行にあたらなければならな

い。

第２節 捜査の心構え

（捜査の基本）

第４条 捜査は、事案の真相を明らかにして事件を解決するとの強固な信念をもつ

て迅速適確に行なわなければならない。

２ 捜査を行なうにあたつては、個人の基本的人権を尊重し、かつ、公正誠実に捜

査の権限を行使しなければならない。

（法令等の厳守）

第５条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、自衛隊法、刑事訴訟法（昭和２

３年法律第１３１号。以下「法」という。）その他の法令及び規則を厳守し、個

人の自由及び権利を不当に侵害することにないように注意しなければならない。

２ 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、自衛隊法第９６条第１項に規定する

権限の範囲を逸脱することのないように注意しなければならない。

（合理捜査）

第６条 捜査を行なうにあたつては、証拠によつて事案を明らかにしなければなら

ない。

２ 捜査を行うに当たつては、先入観にとらわれず、根拠に基づかない推測を排除

し、被疑者その他の関係者の供述を過信することなく、基礎的捜査を徹底し、物

的証拠を始めとするあらゆる証拠の発見収集に努めるとともに、鑑識施設及び資
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料を十分に活用して、捜査を合理的に進めるようにしなければならない。

（総合捜査）

第７条 捜査を行うにあたつては、すべての情報資料を総合して判断するとともに、

広く知識技能を活用し、かつ、常に組織の力により、捜査を総合的に進めるよう

にしなければならない。

（着実な捜査）

第８条 捜査は、安易に成果を求めることなく、犯罪の規模、方法その他諸般の状

況を冷静周密に判断し、着実に行わなければならない。

（公訴・公判への配慮）

第９条 警務官等は、捜査が刑事手続の一環であることにかんがみ、公訴の実行及

び公判の審理を念頭において捜査を行わなければならない。特に、裁判員の参加

する刑事裁判に関する法律（平成１６年法律第６３号）第２条第１項に規定する

事件に該当する事件の捜査を行う場合は、裁判員に分かりやすい立証が可能とな

るよう、配慮しなければならない。

（規律と協力）

第１０条 警務官等は、自己の能力を過信して独断に陥ることなく、すべて警務部

隊の長の指揮に従い、協力一致して捜査に当たらなければならない。

（秘密の保持）

第１１条 警務官等は、捜査を行うに当たつては、秘密を厳守し、捜査の遂行に支

障を及ぼさないように注意するとともに、被疑者、被害者その他の関係者の名誉

を害することのないように努めなければならない。

２ 警務官等は、捜査を行うに当たつては、前項の規定により秘密を厳守するほか、

告訴、告発、犯罪に関する申告その他犯罪捜査の端緒又は犯罪捜査の資料を提供

した者（第１４条第２項において「資料提供者」という。）の名誉又は信用を害

することのないように注意しなければならない。

３ 警務官等は、捜査を行うに当たり、自衛隊の秘密にわたる事項を取り扱い又は

知つた場合は、特にその保全に努めなければならない。

（信頼の保持）

第１２条 警務官等は、自衛官等及び職員の信頼を受けるように常に言動を慎しみ、

捜査を行なうにあたつては、態度、方法等に留意しその自発的協力を得るように

心がけなければならない。

（関係者に対する配慮）

第１３条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、関係者の利便を考慮し、必要

な限度を超えて迷惑を及ぼさないように注意しなければならない。

（被害者等に対する配慮）

第１３条の２ 警務官等は捜査を行うに当たつては、被害者又はその親族（以下

「被害者等」という。）の心情を理解し、その人格を尊重しなければならない。

２ 警務官等は、捜査を行うに当たつては、被害者等の取調べにふさわしい場所の
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利用その他の被害者等にできる限り不安又は迷惑を覚えさせないようにするため

の措置を講じなければならない。

（被害者等に対する通知）

第１３条の３ 警務官等は、捜査を行うに当たつては、被害者等に対し、刑事手続

の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不

安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。ただし、捜査そ

の他の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当

に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。

（被害者等の保護等）

第１４条 警務官等は、犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との

関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認め

られるときは、被疑者その他の関係者に、当該被害者等の氏名又はこれらを推知

させるような事項を告げないようにするほか、必要に応じ、当該被害者等の保護

のための措置を講じなければならない。

２ 前項の規定は、資料提供者に後難が及ぶおそれがあると認められる場合につい

て準用する。

（研究と工夫）

第１５条 警務官等は、常に捜査関係法令の研究及び捜査に関する知識技能の習得

に努め、捜査方法の工夫改善に意を用いなければならない。

（必要品の携行）

第１６条 警務官等は、捜査にあたつて必要があると認めるときは、手錠、警笛、

護身用具、鑑識器材その他捜査に必要な物を携行するものとする。

（備忘録）

第１７条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、当該事件の公判審理に証人と

して出頭する場合及び将来の捜査の資料にするため、捜査の経過その他参考とな

るべき事項を明細に記録しておかなければならない。

（捜査の回避）

第１８条 警務官等は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関

係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれがあるときは、警務部

隊の長の許可を得て、その捜査を回避しなければならない。

第３節 捜査の指揮監督

（防衛大臣の指揮監督）

第１９条 防衛大臣は、警務官等の犯罪捜査の職務について、警務官等を指揮監督

する。

２ 陸上警務官等、海上警務官等及び航空警務官等に対する防衛大臣の指揮監督は、

それぞれ当該幕僚長を通じて行なうものとする。

（警務部隊の長の責任）

第２０条 警務部隊の長は、所属の警務官等を指揮監督して捜査を行ない、その責
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めに任ずるものとする。

（警務官等の責任）

第２１条 警務官等は、所属の警務部隊長の指揮監督を受けて捜査を行ない、その

責めに任ずるものとする。

（指揮を受けるための報告）

第２２条 警務部隊の長は、次の各号に掲げる犯罪については、すみやかに順序を

経て上級の警務部隊の長に報告し、その指揮を受けて捜査を行なわなければなら

ない。ただし、現行犯人の逮捕及び緊急逮捕の場合は、必要な処分を行なつた後

すみやかに指揮を受けるものとする。

(1) 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法（昭和２９年法律第１６６号）に

規定する犯罪

(2) 外国人に関する重要な犯罪

(3) 自衛隊の規律維持上又は秘密保持上特に重要と認められる犯罪

(4) 前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が特に指示する犯罪

２ 最上級の警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、すみやかに防衛大臣に

報告し、その指揮を受けなければならない。

第４節 担当区域

（担当区域）

第２３条 警務部隊がそれぞれ捜査を行なう区域を担当区域とし、その区域は、防

衛大臣が別に定める。

（担当区域外における犯罪の捜査）

第２４条 警務官等は、次の各号に該当する場合においては、必要な限度で、その

所属する警務部隊の担当区域外においても、捜査を行なうことができる。

(1) 担当区域内における犯罪の捜査及び被疑者の逮捕について必要があるとき。

(2) 移動する部隊等に随伴して勤務するとき。

(3) 自衛官等の規律違反の防止等のため交通機関に乗車又は乗船して勤務すると

き。

２ 警務官等は、前項の場合においては、あらかじめ当該区域を担当する警務部隊

の長に連絡しなければならない。ただし、急速を要するときその他やむを得ない

理由があるときは、捜査を行なつた後に連絡することができる。

第５節 陸上警務官等、海上警務官等及び航空警務官等の相互の関係

（捜査の援助及び協力）

第２５条 陸上警務官等、海上警務官等及び航空警務官等は、捜査を行なうにあた

つては、相互に協力援助しなければならない。

２ 陸上警務官等、海上警務官等及び航空警務官等の間における捜査の依頼、協力

等については警務官及び警務官補の指定並びに権限の行使及び調整に関する訓令

（昭和３０年防衛庁訓令第３３号）第５条に規定に基づく陸上、海上及び航空警

務官等の権限の行使及び捜査の依頼、協力等に関する協定（昭和３０年１０月１
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日）を誠実に履行し、相互に緊密な連絡を図らなければならない。

第６節 部隊等との連絡

（部隊等に対する連絡）

第２６条 警務部隊の長は、捜査を行なうにあたつては、この訓令の定めるところ

により、関係の部隊等の長との連絡を図るものとする。

（部隊等における事件発生の処置）

第２７条 部隊等の長は、部隊等において犯罪が発生したときは、すみやかに、も

よりの警務部隊又は警務官等に連絡しなければならない。この場合において、警

務部隊又は警務官等が所在しないときは、もよりの警察に通報した後、警務部隊

又は警務官等に連絡するものとする。

２ 部隊等の長は、警務官等又は警察官が到着するまでは、犯罪の現場等をできる

限り原状にまま保存しておくよう注意しなければならない。

（捜査に対する援助）

第２８条 警務官等は、捜査を行うにあたつては、部隊等の長に必要な援助を求め

ることができる。

２ 部隊等の長は、前項の規定により警務官等から援助を求められたときは、車両、

人員、給養等について必要な援助を行なうものとする。

（部隊等に対する協力）

第２９条 警務部隊の長は、その取り扱つた事件について、部隊等の長から懲戒手

続きに必要な調査又は資料の提出等の依頼があつたときは、捜査に支障のない限

り、これに応ずるものとする。

第７節 検察官との関係

（連絡協調）

第３０条 警務官等は、捜査を行うにあたつては、常に検察官と密接に連絡協調し、

公訴の円滑な実行に資するように努めなければならない。

（一般的指示）

第３１条 警務官等は、法第１９３条第１項の規定に基づき検察官から一般的指示

があつたときは、これにしたがつて捜査を行なわなければならない。

（一般的指揮）

第３２条 警務官等は、法第１９３条第２項の規定に基づき検察官から一般的指揮

があつたときは、これに従つて捜査を行なわなければならない。

（捜査調整の申立）

第３３条 警務官等は、捜査を行なうにあたつて、警務官等以外の司法警察員との

間に捜査の調整のため検察官の一般的指揮を必要とする特別の事情があるときは、

その旨を所属の警務部隊の長に報告しなければならない。

２ 警務部隊の長は、前項の報告を受けた場合において必要があると認めるときは、

すみやかにその旨を検察官に申し出なければならない。

（捜査の補助）



- 9 -

第３４条 警務官等は、自衛隊法第９６条第１項各号に掲げる犯罪について検察官

が自ら捜査する場合において法第１９３条第３項の規定に基づいて捜査の補助を

求められたときは、すみやかにその指揮に従つて必要な捜査を行ない、かつ、結

果を報告しなければならない。

（必要事項の連絡）

第３５条 警務官等は、その捜査する事件について公訴を実行するため、あらかじ

め検察官に連絡する必要があると認めるときは、所属の警務部隊の長の指揮を受

け、犯罪事実の概要その他参考となるべき事項を検察官に連絡するものとする。

第８節 警察との関係

（警察との共助）

第３６条 警務官等は、常に警察と密接な連絡を図るとともに、捜査に関する警察

との協定の定めるところによつて捜査を行なうものとする。

（自衛隊の施設内で警察官が行なう捜査の立ち会い）

第３７条 警務官等は、警察官が自衛隊の施設内で捜査を行なうときは、できる限

りこれに立ち会い、又は捜査上の便宜を与えなければならない。

（捜査の依頼及び調整）

第３８条 警務官等は、警察に捜査を依頼するとき、又は警察との間に捜査が競合

し、若しくは関連し、調整を行なう必要があるときは、所属の警務部隊の長に報

告しなければならない。

２ 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、捜査に着手した時期、捜査上の

便宜、部隊等の状況を考慮して、捜査を依頼し、又は調整を行なわなければなら

ない。

第９節 他の特別司法警察職員との関係

（捜査の協力）

第３９条 警務官等は、海上保安官その他の特別司法警察職員又はこれに準ずる者

（以下「特別司法警察職員等」という。）との間に捜査に関して協定のある場合

にはこれに従つて援助又は協力し、協定のない場合においても求めがあつたとき

は、職務の遂行に支障のない限り、必要な援助又は協力を与えなければならない。

（連絡及び通報）

第４０条 警務官等は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪があること

を知つたときは、すみやかに、当該特別司法警察職員等に通報するものとする。

ただし、その特別司法警察職員等との間における捜査についての協定に特別の定

めがある場合には、その定めによる。

（捜査の引継ぎ）

第４１条 警務部隊の長は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪がある

場合において、捜査を特別司法警察職員等にゆだねることが適当と認めるときは、

必要な処置を行なつた後、すみやかに資料又は証拠物件を添えて事件を引き継ぐ

ものとする。
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（自ら捜査を行なう場合）

第４２条 警務官等は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪を自ら捜査

するときは、当該特別司法警察職員等と連絡を密接にするとともに、その助言等

を十分尊重して捜査を行なわなければならない。

（捜査の依頼及び調整の準用規定）

第４３条 第３８条の規定は、特別司法警察職員等との関係について準用する。

第１０節 防衛大臣の承認を要する捜査等

（防衛大臣の承認を要する捜査）

第４４条 警務官等は、職員について、逮捕、押収、捜索その他強制の処分である

と否とを問わず、捜査上必要な取調べをしようとするときは、あらかじめ防衛大

臣の承認を得て行なわなければならない。

（防衛大臣の承認を要する逮捕）

第４５条 警務官等が、自衛官等又は職員以外の者を逮捕しようとするときは、防

衛大臣の承認を得て行なわなければならない。ただし、現行犯人の逮捕及び緊急

逮捕の場合は、逮捕した後、すみやかに承認を求めるものとする。

２ 警務官等は、自衛官等又は職員の犯罪について当該自衛官等又は職員がその職

を離れた後において、なお引き続き捜査を行う場合の逮捕については、前項の承

認は要しないものとする。

（承認を求めるための報告）

第４６条 警務官等は、前２条に規定する承認を求める必要があるときは、その旨

を所属の警務部隊の長に報告しなければならない。

２ 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、被疑者の氏名（職員にあつては

氏名、所属及び職務の等級）住所又は居所、被疑事実の概要その他参考となるべ

き事項を順序を経て上級の警務部隊の長に報告し、最上級の警務部隊の長は、防

衛大臣に報告し、承認を求めるものとする。

第２章 捜査の開始

第１節 捜査の着手

（捜査の端緒）

第４７条 警務官等は、その職務遂行に資するため、新聞その他出版物の記事、イ

ンターネットを利用して得られる情報、投書又は風説等であつても、およそ犯罪

に関係があると認められるものはもとより、日々発生する事象にもよく注意し、

常に捜査の端緒を得るように努めなければならない。

２ 警務官等は、捜査の端緒を得るため平素から部隊等における犯罪の状況及び諸

般の事象に通じ、捜査に必要な基礎資料は、常に整備しておかなければならない。

（着手の報告）

第４８条 警務官等は、捜査の端緒を得たとき、その他犯罪があると認めたときは、

捜査の着手に先立ち、所属の警務部隊の長に報告しなければならない。ただし、

現行犯人の逮捕の場合その他急速を要する場合は、必要な処置を行なつた後、す
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みやかに報告するものとする。

（着手についての指示）

第４９条 警務部隊の長は、前条の報告を受けたときは、すみやかに捜査の着手に

ついて必要な指示をしなければならない。

（着手時期の判断）

第５０条 警務部隊の長は、前条の指示を行なうにあたつては、着手の時期につい

て、事案の軽重、情状、部隊等に与える影響等諸般の状況を総合的に検討し、そ

の時期を誤らないようにしなければならない。

（疑義の解明）

第５１条 警務部隊の長は、第４９条の規定により指示を行う場合において、犯罪

の成否、法令の適用等に疑義があると認めるときは、上級警務部隊の長の指示を

受けて、これを明確にし、違法不当の捜査に陥らないように注意しなければなら

ない。

第２節 刑事情報

（収集上の注意）

第５２条 警務官等は、刑事情報資料の収集にあたつては、次の事項に注意しなけ

れならない。

(1) わずかな事項も見のがさないようにすること。

(2) 主観を交えず客観的に取扱うこと。

(3) 偽情報に迷わされないようにすること。

(4) 無理に個々の情報のつじつまを合わせないこと。

(5) 秘密保全に注意すること。

（報告）

第５３条 警務官等は、刑事情報資料を収集したときは、所属の警務部隊の長に報

告しなければならない。

（評価及び処理）

第５４条 警務部隊の長は、前条の規定により報告を受けたときは、自ら評価判定

し、これを刑事情報として処理しなければならない。

２ 警務部隊の長は、前項の場合において、更に他の刑事情報資料を収集する必要

があると認めるときは、その収集について具体的に指示しなければならない。

第３節 被害届

（被害の届出のあつた場合の処置）

第５５条 警務官等は、犯罪による被害の届出があつたときは、直ちに警務部隊の

長に報告し、その指揮を受けなければならない。この場合において、当該事件が

警察その他特別司法警察職員等の権限に属するものであるときは、関係の捜査機

関に届け出させるものとする。

（被害届）

第５６条 警務部隊の長は、被害届（別紙様式第１号）の用紙を備えつけておかな
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ければならない。

２ 警務官等は、口頭による被害の届出があつたときは、前項の被害届の用紙に記

入を求めるものとする。この場合において届出人から警務官等に代書の依頼があ

つたときは、警務官等が代書するものとする。

３ 前項の場合において供述調書（基本様式第９号）を作成したときは、被害届を

省略することができる。

４ 警務官等は、第２項の規定により被害届けを代書したときは、その末尾に代書

した理由を附して、官職及び氏名を記載し、押印しなければならない。

５ 警務官等は、書面による被害の届出があつたときは、これを受理するものとす

る。この場合において、その内容が被害届として不備であると認めるときは、第

１項の被害届けの用紙に記載すべき事項について調査し、届出人にその補正を求

めるものとする。

（部隊等の長への連絡）

第５７条 警務部隊の長は、自衛官等又は職員から被害の届出があつたときは、必

要に応じ、その所属部隊等の長に連絡するものとする。

第４節 告訴、告発及び自首

（告訴、告発又は自首の受理）

第５８条 警務官は、告訴、告発又は自首する者があつたときは、これを受理しな

ければならない。

２ 警務官補は、告訴、告発又は自首する者があつたときは、直ちにこれを警務官

に移さなければならない。

（告訴を受理するにあたつての注意）

第５９条 警務官は、告訴があつたときは、次の各号に注意しなければならない。

(1) かつて告訴の取消しをした事件でないかどうか。

(2) 親告罪については、告訴権者が犯人を知つた日から６箇月を経過していない

かどうか。

（親告罪について明らかにすべき事項）

第６０条 警務官は、親告罪について告訴があつたときは、次の事項を明らにしな

ければならない。

(1) 告訴の年月日

(2) 告訴事実

(3) 犯人との関係

(4) 告訴権の有無

(5) 代理人による告訴については、その権限の有無

(6) 告訴人が犯人を知つた年月日

(7) 処罰を求める意思の有無

（被害者死亡後の告訴）

第６１条 警務官は、被害者が死亡した後において告訴する者があつた場合は、そ
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の告訴が被害者の明示した意思に反していないかどうかについて取り調べなけれ

ばならない。ただし、法により独立して告訴することができる者の行なつた告訴

については、この限りでない。

（口頭による告訴、告発又は自首があつた場合の処置）

第６２条 警務官は、口頭による告訴、告発又は自首のあつたときは、すみやかに

告訴（告発）調書（基本様式第６号）又は自首調書（基本様式第７号）を作成し

なければならない。この場合において、増減変更の申立てがあつたときは、その

旨を当該調書に記載しなければならない。

（書面による告訴、告発又は自首）

第６３条 警務官は、書面による告訴、告発又は自首があつた場合において、その

趣旨が不明であるとき、又は本人の意思に合わないと認められるときは、これを

取り調べたうえ、本人の補正の書面を提出させ、又は参考人供述調書を作成し、

その趣旨を補充しなければならない。

（被害者以外の者からの告訴）

第６４条 警務官は、委任による代理人からの告訴があつたときは、委任状を差し

出させなければならない。

２ 警務官は、被害者また委任による代理人以外の者から告訴があつたときは、そ

の資格を証明する書面を差し出させなければならない。

３ 前２項の規定は、告訴の取消しについて準用する。

（告訴事件等の捜査）

第６５条 警務官は、告訴、告発又は自首があつた事件については、特に適正迅速

に捜査を行なうようにしなければならない。

２ 警務官は、前項の捜査を行なう場合において、当該事件の性質又は内容から捜

査に相当長期間を要すると認めるときは、その旨を検察官に連絡しなければなら

ない。

３ 警務官は、第１項の捜査を行なうときは、当該事件の被疑者について他の犯罪

の有無について注意しなければならない。

（告訴状等の取扱い）

第６６条 警務部隊の長は、犯罪が成立すると否とを問わず告訴状又は告発状を関

係書類及び証拠物とともに検察官に送付しなければならない。

２ 警務官は、告訴又は告発の取り消し、その他いかなる理由があつても、告訴状

又は告発状を返却してはならない。

（親告罪を取り調べた場合）

第６７条 警務官等は、事件の取調べ中当該犯罪が親告罪であることを認めたとき

は、すみやかに告訴権者に告訴の意思があるかどうかを確かめなければならない。

（告訴前の親告罪の捜査）

第６８条 警務官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、当該犯

罪について告訴がないときであつても、直ちに捜査を行なわなければ証拠の収集
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その他事後の捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、時機を失せ

ず捜査を行なわなければならない。

２ 警務官は、前項の捜査を行なうにあたつては、すみやかに告訴権者に告訴の意

思があるかどうかを確めるために必要な処置をしなければならない。この場合に

おいて、告訴権者に告訴の意思がないときは、直ちに捜査を打ち切るものとする。

（親告罪の告訴取消し）

第６９条 警務官は、親告罪にかかる事件を送付した後において、告訴の取消しが

あつたときは、直ちにその旨を検察官に通知するとともに、第６２条又は第６３

条の規定に準じて調書を作成し、これを追送しなければならない。

（権限外の事件の告訴等）

第７０条 警務官は、告訴、告発又は自首があつた場合において、当該事件がその

権限に属しないものであるときは、すみやかに権限を有する捜査機関に出頭させ

るようにしなければならない。

（告訴等の事実に対する注意）

第７１条 警務官は、告訴又は告発があつたときは虚偽の告訴、告発その他の申告

又は中傷を目的とするもの又は捜査を民事事件に利用しようとするものでないか

等について特に注意しなければならない。

（告訴等をした者の保護）

第７２条 警務官は、告訴、告発又は自首をした者に後難が及ぶおそれがあると認

めるときは、その者の氏名その他の事項を被疑者その他の関係者に知らせないよ

うにする等保護について留意しなければならない。

（自首について明らかにすべき事項）

第７３条 警務官は、自首調書を作成するにあたつては、おおむね次の事項を記載

しなければならない。

(1) 自首の年月日時

(2) 自首した犯罪事実

(3) 被害者との関係

(4) 自首するにいたつた動機

（自首事実に対する注意）

第７４条 警務官は、自首があつたときは、次の事項に注意しなければならない。

(1) 当該犯罪又は犯人が既に発覚していたかどうか。

(2) 虚偽の事実の申告でないかどうか。

(3) 他人の犯罪を免れさせるため申告したものではないかどうか。

(4) 他の犯罪を免れるため申告したものでないかどうか。

（請求事件の捜査）

第７５条 警務官は、請求をまつて論ずる犯罪について、直ちにその捜査を行なわ

なければ、証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となると認められる

場合を除いては、請求があつてから捜査するものとする。



- 15 -

第５節 変死体の処理

（施設内における変死体の処理）

第７６条 警務官等は、自衛隊の施設内において変死体又は変死の疑いのある死体

（以下「変死体」という。）があることを知つたときは、直ちに所属の警務部隊

の長に報告しなければならない。

２ 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、関係部隊等の長に通知するとと

もに変死体の所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官に検視が行われ

るよう次の事項を通報しなければならない。

(1) 変死体発見の年月日時、場所及びその状況

(2) 死亡者の氏名、年齢及び性別（これらの事項が明らかでないときは、人相、

着衣、体格その他死亡者を特定するに足りる事項）

(3) 死亡が犯罪に関係あると認められるものについては、その状況

(4) 死亡が犯罪に関係あるかどうか疑いのあるものについては、その状況

(5) 死亡の原因及び状況が明らかなものについては、その状況

(6) 変死体の発見者又は届出者の住居、職業、氏名、年齢及び発見の状況

(7) 当該変死体に関する事件の捜査を担当すべき捜査機関

(8) その他参考事項

３ 第１項の変死体が自衛官等又は職員以外の者であると認められるときは、前項

の処置をとるとともに変死体の所在地を管轄する警察へ通知するものとする。

（施設外における変死体の処理）

第７７条 警務官等は、施設外において自衛官等又は職員の変死体があることを知

つたときは、直ちに所属の警務部隊の長に報告しなければならない。

２ 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、関係部隊等の長に通報するとと

もに当該変死体に関する事件の捜査が警務官等の行うべきものであるときは、前

条第２項の規定に従つて、検察官の検視が行なわれるよう通知するものとする。

この場合において、当該変死体についてすでに他の捜査機関が処理しているもの

については、その後の処置を当該捜査機関と協議して定めるものとする。

３ 警務部隊の長は、第１項の変死体に関する事件の捜査が他の捜査機関が行なう

べきものであるときは、変死体の所在地を管轄する当該捜査機関に変死体発見の

通報を行なうものとする。

（検視の代行）

第７８条 警務部隊の長は、検察官から変死体について検視を行なうことを命ぜら

れたときは、自ら検視するか、又は所属の警務官に命じて検視をさせなければな

らない。

（検視の援助）

第７９条 警務官は、前条の規定により検視を行なうにあたつては、医官の援助を

求めるようにしなければならない。

（検視調書の作成送付）
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第８０条 警務官は、第７８条の規定による検視を行なつたときは、すみやかにそ

の結果を検視を命じた検察官に報告するとともに、検視調書（基本様式第１号）

を作成して送付しなければならない。

（検視の際の供述録取）

第８１条 警務官は、第７８条に規定する検視を行なうにあたつては、当該変死体

の発見者、死亡者の親族知人その他の関係者の供述はできる限り供述調書に録取

し、検視調書とともに送付しなければならない。

（変死体の捜査）

第８２条 警務部隊の長は、変死体について、その死亡が明らかに犯罪に起因する

と認めるときは、直ちに捜査に着手しなければならない。この場合においては、

検察官に対し捜査着手の旨を連絡するものとする。

２ 警務部隊の長は、第７８条の規定により検視を行なつた場合において、当該変

死体の死亡が犯罪に起因すると認めたときは、すみやかに、その旨を検視を命じ

た検察官に通報するとともに、捜査に着手するものとする。

３ 警務部隊の長は、変死体について検察官が自ら検視を行なつた場合において、

その死亡が犯罪に起因すると認められる旨の連絡を受けたときは、捜査に着手す

るものとする。

４ 前３項の捜査にあたつては、当該変死体について実況見分又は検証を行ない、

死因その他の事項について医官に鑑定を嘱託し、又は鑑定処分許可状の発付を受

けて、死体を解剖させる等必要な捜査を行なうものとする。

（犯罪に関係ない場合の処置）

第８３条 警務部隊の長は、前条の規定により捜査を行なつた結果、死亡が犯罪に

起因しないと認められるに至つたときは、すみやかにその旨を検察官に連絡する

とともに関係書類を送致しなければならない。

（検視調書作成の省略）

第８４条 警務官等は、第８２条第４項の規定により変死体について実況見分又は

検証を行った場合は、実況見分調書（基本様式第４６号）又は検証調書（基本様

式第４０号及び第４１号）を作成するものとし、第８０条に規定する検視調書を

省略することができる。

２ 警務官等は、鑑定人から鑑定書を提出させたときは、前項の実況見分調書若し

くは検証調書又は検視調書にこれを引用することができる。

（検察官の検視に対する協力）

第８５条 警務官等は、変死体について検察官が自ら検視を行うときは、これに必

要な協力及び便宜を供与しなければならない。

（検察官への連絡）

第８６条 警務部隊の長は、変死体について捜査を行なつたときは、捜査の経過そ

の他の状況を検察官に連絡するものとする。

（検視についての注意）
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第８７条 警務官は、検視を行なう場合においては、特にその死亡が犯罪に関係あ

るかどうか又は偽装自殺ではないかどうか等に注意し、現場観察、現場保存、関

係者の取調べ等を慎重に行ない、死亡の原因に疑いが生じたときは、直ちに所属

の警務部隊の長に報告し、その指揮を受けなければならない。

２ 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、第８２条第２項の処置をとらな

ければならない。

（変死体の取扱）

第８８条 警務部隊の長は、変死体については、死亡者に対する礼を失うことのな

いように注意するとともに、検死の結果、死因が犯罪に関係ないと認められるも

のについては、検察官の指示を受け、医官の検案書を添付して死亡者が自衛官等

又は職員であるときは関係の部隊等の長、その他の者であるときはその遺族へ引

き渡すよう処置するものとする。この場合においては、死体の引渡しを受けた者

から死体請書（別紙様式第２号）を提出させなければならない。

（写真の撮影及び指掌紋の採取）

第８９条 警務官等は、変死体について、検視、実況見分、検証その他の捜査を行

うに当たつては、人相、特徴、全身の状態、着衣、所持金品その他の遺留品及び

現場の状態等を撮影し、見取図を作成し、指掌紋を採取する等事後の捜査に支障

を生じないようにしなければならない。

（戸籍法による手続）

第９０条 警務部隊の長は、変死体についてその死亡者の本籍が明らかでないとき

又は死亡者を認識することができないときは、変死体の所在地を管轄する警察へ

通報し、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第９２条第１項に規定する手続を

依頼するものとする。

（変死体の処理に関する書類の作成）

第９１条 警務部隊の長は、変死体の処理に関する書類については、２部作成し、

１部は謄本としてこれを保管しなければならない。

第３章 捜査の実行

第１節 通 則

（捜査上の注意）

第９２条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、穏健妥当な方法で行ない、強

制の処分による捜査（以下「強制捜査」という。）を行なうときは、必要な限度

を越えないよう特に注意するとともに、被疑者その他の関係者の基本的人権を侵

害することのないように留意しなければならない。

（資料に基づく捜査）

第９３条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、その端緒が匿名の申告、新聞

雑誌等の記事その他の情報資料に基づくものであるときは、これらの出所に注意

し、確実な資料を収集して、真偽について評価したうえ、捜査を行なわなければ

ならない。
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（自白に対する証拠の収集）

第９４条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、自白を偏重し、又は軽視する

ことなく、これを裏付け又は補強する証拠をできる限り収集しなければならない。

（捜査の嘱託）

第９５条 警務部隊の長は、捜査を行うに当たつて必要があるときは、捜査嘱託書

（基本様式第４７号）により他の警務部隊の長又は他の捜査機関に対して捜査を

嘱託するものとする。

第２節 捜査方針及び捜査会議

（捜査方針の樹立）

第９６条 警務部隊の長は、捜査を行なうにあたつては、収集した証拠情報その他

の捜査資料、現場観察の結果、被疑者の動向、犯罪の背後関係等を総合的に検討

して、捜査方針を樹立しなければならない。

（捜査会議）

第９７条 警務部隊の長は、捜査方針の樹立その他の捜査の経過に検討を加えるた

め必要があると認めるときは、捜査会議を開くようにしなければならない。

２ 捜査会議にあたつては、会議を主宰する者はなるべく意見を述べることを避け、

すべての参加者に意見を述べさせるように留意しなければならない。

３ 捜査会議には、鑑識に従事する者等を努めて出席させ、その意見を聞くように

しなければならない。

（捜査の分担）

第９８条 警務部隊の長は、捜査を行なうにあたつては、捜査主任者を定め、必要

に応じ捜査班を編成し、又は捜査の分担を定める等捜査が効果的に行なわれるよ

うにしなければならない。

第３節 捜査本部

（捜査本部の開設等）

第９９条 警務部隊の長は、捜査を行なう場合において、当該犯罪の捜査が陸上警

務官等、海上警務官等及び航空警務官等の間において相互に関連し、又は相互に

関連しないときであつても、それぞれの警務部隊において特に捜査を統一して行

なう必要があると認められるときは、当該事件の概要その他必要な事項を順序を

経て防衛大臣に報告しなければならない。

２ 防衛大臣は、前項の報告を受けた場合において必要があると認めたときは、捜

査本部を開設するものとする。

３ 防衛大臣は、前項の規定により捜査本部を開設した場合において、当該捜査本

部を開設しておく必要がなくなつたときは、解散を命ずるものとする。

（捜査本部長）

第１００条 前条第２項の規定により開設された捜査本部には、防衛大臣が指名す

る捜査本部長を置く。

２ 捜査本部長は、当該事件の捜査については、当該捜査本部員を指揮し、捜査の
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責めに任ずる。

３ 捜査本部長は、当該事件の捜査について関係の部隊等の長と密接に連絡するも

のとする。

（捜査本部の編成等）

第１０１条 捜査本部の編成その他捜査本部に関し必要な事項は、その都度、防衛

大臣が指示する。

（捜査本部に所属しない警務官等の協力）

第１０２条 第９９条第２項の規定により捜査本部が開設された場合において、当

該捜査本部に所属しない警務官等は、当該事件について聞き込み等による情報そ

の他の捜査資料を得たときは、捜査本部長に通報する等捜査に協力しなければな

らない。

第４節 捜査資料

（資料の活用）

第１０３条 警務官等は、捜査を行うに当たつては、指掌紋、手口、写真、遺留品

その他の物的資料、被害届、告訴調書、告発調書その他の調書、内偵その他諸般

の情報等を活用しなければならない。

（資料収集の対象）

第１０４条 警務官等は、捜査資料を収集するにあたつては、直接被疑者又はその

側近の者から求めることを避け、できる限り第三者から求めるようにしなければ

ならない。

（捜査関係事項の照会）

第１０５条 警務部隊の長は、捜査を行うに当たつて必要があるときは、捜査関係

事項照会書（基本様式第４８号）によつて公務所又は公私の団体に照会し、必要

な事項の報告を求めるものとする。

（指掌紋、前科及び身上調査の照会）

第１０６条 警務部隊の長は、捜査を行うに当たつては、被疑者の指掌紋を照会す

るほか、前科照会書（基本様式第４９号）により最寄りの地方検察庁に前科を照

会し、また身上調査照会書（基本様式第５０号）により被疑者の本籍地の市町村

長（東京都の特別区の長を含む。）に身上を照会しなければならない。

（資料の報告等）

第１０７条 警務官等は、捜査資料を収集したときは、当該資料を検討するととも

に、その結果を所属の警務部隊の長に報告しなければならない。

２ 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、捜査資料について自ら検討し、

更に資料収集の方法、資料の内容等について必要な指示を警務官等に与えなけれ

ばならない。

３ 警務部隊の長は、収集した捜査資料及びその写しを適切に管理し、保管する必

要がなくなつたときは、還付すべきものを除き、これらを確実に破棄しなければ

ならない。
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４ 警務部隊の長は、収集した捜査資料が電磁的記録をもつて作成されたものであ

る場合は、電磁的記録の特性を踏まえ、当該電磁的記録に記録された情報が漏え

いしないための的確な措置を講じなければならない。

（資料検討上の注意）

第１０８条 警務官等は、捜査資料を検討するにあたつては、他の捜査資料と比較

検討し、医学、工学、電気その他の専門的知識を必要とするときは、その専門的

知識を有する者の助言を求めるようにしなければならない。

第５節 犯罪現場

（現場臨検）

第１０９条 警務官等は、現場臨検を必要とする犯罪の発生を知つたときは、すみ

やかにその現場に臨み、必要な捜査を行なわなければならない。

２ 前項の場合において他に捜査主任者その他の者による現場臨検が行なわれると

きは、確実に現場を保持するように努めなければならない。

（現場における負傷者の救護等）

第１１０条 警務官等は、現場を臨検した場合において負傷者があるときは、救護

の処置をとらなければならない。

２ 前項の場合において、ひん死の重傷者があるときは、応急救護の処置をとると

ともに、その者から犯人の氏名、犯行の原因、被害者の氏名、目撃者等を聴取し

ておかなければならない。

３ 前項の重傷者が死亡したときは、その時刻を記録しておかなければならない。

（原状のままの保存）

第１１１条 現場の保存にあたつては、できる限り現場を犯罪が行なわれた際の状

況のまま保存するように努め、現場における捜査が適確に行なわれるようにしな

ければならない。

２ 負傷者の救護、証拠物件の変質及び散逸の予防等特にやむを得ない事情のある

場合を除いては、警務官等であつても、みだりに現場に立ち入つてはならない。

３ やむを得ない事情により現場に立ち入る場合には、手袋を着用する等適当な方

法をとり、遺留指掌紋、足跡の消失混同の防止、その他原状の変更を最小限に止

どめるようにしなければならない。

（現場保存の範囲）

第１１２条 警務官等は、犯罪の行なわれた地点だけでなく広く現場保存の範囲を

定め、捜査資料の発見に資するようにしなければならない。

（現場保存のための処置）

第１１３条 警務官等は、保存すべき現場の範囲を定めたときは、直ちになわ張り、

張札等で標示し、看視者等を配置する等、みだりに出入りする者のないように管

理者の協力を求めて処置しなければならない。この場合において、現場又は附近

に居合わせた者があるときは、その者の氏名、住居等を明確にしておくようにし

なければならない。
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２ 現場において発見された捜査資料で光線、雨水等により変質、変形又は消失す

るおそれのあるものについては、おおいをする等適当な方法によりその原状を保

存するよう努めなければならない。

（現場保存ができないときの処置）

第１１４条 負傷者の救護その他やむを得ない理由のため現場を変更する必要があ

るとき又は捜査資料を原状のまま保存することができないときは、写真、見取図、

記録その他の方法により原状を明らかにする処置をとらなければならない。

（現場における捜査の要点）

第１１５条 現場において捜査を行うに当たつては、現場鑑識その他の科学的合理

的な方法により、次に掲げる事項を明らかにするように努め、犯行の過程を全般

的に把握するようにしなければならない。

(1) 時の関係

イ 犯行の日時及びこれを推定し得る状況

ロ 発覚の日時及び状況

ハ 犯行当時における気象の状況

ニ その他時に関し参考となる事項

(2) 場所の関係

イ 現場に通じる道路及びその状況

ロ 家屋その他現場付近にある物件及びその状況

ハ 現場の間取り等の状況

ニ 現場における器具その他物品の状況

ホ 指掌紋、足跡その他のこん跡並びに遺留物件の位置及び状況

ヘ その他場所に関し参考となる事項

(3) 被害者の関係

イ 犯人に対する応接その他被害前の状況

ロ 被害時における抵抗、姿勢等の状況

ハ 傷害の部位及び程度、被害金品の種別及び数量等被害の程度

ニ 死体の位置及び創傷、流血その他の状況

ホ その他被害者に関し参考となる事項

(4) 被疑者の関係

イ 現場についての侵入及び逃走の経路

ロ 被疑者の数及び性別

ハ 犯罪手段、方法その他犯罪実行の状況

ニ 被疑者の犯行の動機並びに被害者との面識及び現場についての知識の有無

を推定し得る状況

ホ 被疑者の人相、風体、特徴、習癖その他特異な言動等

ヘ 凶器の種類、形状及び加害の方法その他加害の状況

ト その他被疑者に関し参考となる事項
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（現場における捜査の統制）

第１１６条 警務官等は、現場において捜査を行なうにあたつては、捜査主任者の

統制の下に、組織的に行なうようにしなければならない。

（資料を発見したときの措置）

第１１７条 遺留品、現場指掌紋等の資料を発見したときは、年月日時及び場所を

記載した紙片に被害者又は第三者の署名を求めこれを添付して撮影する等証拠力

の保全に努めなければならない。

２ 警務官等は、現場において指掌紋を採取したときは、被疑者その他現場に出入

りしたと認められる者の指紋を採取し、捜査の混乱を避けるようにしなければな

らない。

（撮影に際しての注意）

第１１８条 警務官等は、現場において撮影するときは、物の長短、大小等を明ら

かにするため、巻尺、方眼紙等を添え、できる限り紙片に年月日、場所を記載し、

これに立会人又は第三者の署名を求め、これとともに撮影するようにしなければ

ならない。

２ 警務官等は、武器その他の装備品等で秘密保全を要するものを撮影するときは、

できる限り証拠として必要な部位に限定する等秘密保全に注意しなければならな

い。

３ 警務官等は、船舶の撮影をするときは、特にその位置が明確になるように注意

しなければならない。

４ 警務官等は、航空機を撮影するときは、専門的な知識を有する者の助言を求め

なければならない。

（死体の撮影）

第１１９条 警務官等は、死体を撮影するにあたつては、その位置、全身の状態、

傷の位置、大きさ及び形状、血液の附着状態、歯牙の状態、人相、着衣、所持金

品その他鑑識上必要な状況を明らかにするよう着意しなければならない。

（死体の指紋採取）

第１２０条 警務官等は、死体については、必ず指紋を採取し、必要があると認め

るときは、足型、血液型等の採取をしなければならない。

（解剖等の場合の注意）

第１２１条 警務官等は、現場で死体の解剖その他の鑑識を行なうことが適当でな

いと認めるときは、他の適当な場所で行なわなければならない。この場合におい

て、吐しゃ物、排せつ物を廃棄し、又は死体の位置、姿勢等の原状が不明になら

ないように第１１４条に準じて処置しなければならない。

（言動の慎重）

第１２２条 現場において捜査に従事する警務官等は、その言動を慎重にし、捜査

の秘密にわたる事項が漏れることのないように注意しなければならない。

第６節 手配
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（緊急配備計画）

第１２３条 警務部隊の長は、担当区域内における緊急配備計画をあらかじめ作成

しておかなければならない。

２ 前項の計画を立てる場合において、必要があるときは、隣接警務部隊の長及び

他の捜査機関と密接な連絡調整を図らなければならない。

（緊急配備）

第１２４条 警務部隊の長は、犯罪発生後間がないため犯人が逃走の途上にあると

認めるときは、所属の警務官等を要所に配備し、犯人の捕そくに努めなければな

らない。

２ 警務部隊の長は、配備について必要があると認めるときは、他の警務部隊又は

他の捜査機関に、その旨を連絡し、その協力を得て犯人の捕そくに努めなければ

ならない。

３ 警務部隊の長は、他の警務部隊の長から前条の配備を行なつた旨の通報を受け

たときは、できる限りこれに協力しなければならない。

４ 警務部隊の長は、前項の連絡を行なつた場合において、配備の必要がなくなつ

たときは、その旨を協力を求めた警務部隊又は他の捜査機関に通報しなければな

らない。

（逮捕、盗品等手配等の依頼）

第１２５条 警務部隊の長は、捜査中の事件について必要があると認めるときは被

疑者の逮捕、指名通報、盗品等手配等を他の警務部隊又は他の捜査機関に手配又

は依頼することができる。

２ 前項の手配又は依頼に当たつては、手配依頼簿（別紙様式第１９号）又は盗品

等手配原簿（別紙様式第４号）にその状況を明らかにしておかなければならない。

（指名手配）

第１２６条 逮捕状が発せられている被疑者について行なう手配を指名手配とし、

その種類は、次のとおりとする。

(1) 第１種（逮捕状があり、身柄を要し、護送を求める場合）

(2) 第２種（逮捕状があり、身柄を要し、引取りに行く場合）

２ 指名手配は、原則として第１種手配によるものとする。

（指名通報）

第１２７条 被疑者が発見された場合に、身柄の引渡しを求めず、かつ、その事件

の処理を当該警務部隊にゆだねる旨の手配を指名通報とする。

２ 指名通報は、被疑者の氏名等が明らかであり、かつ、犯罪事実が確実なものに

ついて、指名通報書（別紙様式第５号）により行なうものとする。

３ 指名通報があつた事件については、あらかじめ通報を発した警務部隊に逮捕状

の有無、容疑事実の内容、関係書類その他の捜査資料の有無等を照会して処理す

るものとする。

４ 指名通報を行なつた被疑者については、事件処理に必要な証拠資料、関係書類
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等を完全に整備しておき、被疑者を発見した警務部隊から要求があつたときは、

事件引継書とともに、証拠資料、関係書類等をその警務部隊に送付しなければな

らない。

（指名手配等の要領）

第１２８条 警務部隊の長は、他の警務部隊に対して指名手配又は指名通報をする

ときは、直接関係の警務部隊の長に行なうものとする。ただし、指名手配につい

ては、手配をした警務部隊の長は、その直近上位の警務部隊の長及び手配を受け

た警務部隊の長の直近上位の警務部隊の長に合わせてその旨を連絡するものとす

る。

２ 警務部隊の長は、指名手配をするときは、指名手配書（別紙様式第６号）によ

り行なうものとする。ただし、急速を要し指名手配書により難いときは、電信、

電話又は口頭をもつて行なうことができる。この場合においても、模写電報を使

用した場合を除き事後指名手配書を送付するものとする。

（警察に対する逮捕の依頼）

第１２９条 警務部隊の長は、前条の手配を行なう際において合わせて警察に対し

て当該被疑者の逮捕を依頼しようとするときは、当該警務部隊の所在地を管轄す

る警察署を経由して行なうものとする。ただし、急速を要するときは、直接当該

警務部隊の所在地を管轄する都道府県警察の本部に行なうことができる。

２ 警務部隊の長は、前項により、逮捕を依頼するときは、依頼書（別紙様式第７

号）に指名手配書を添付して行なうものとする。

（手配上の注意事項）

第１３０条 警務部隊の長は、指名手配又は指名通報をするときは、次の事項を注

意しなければならない。

(1) 捜査の秘密を保持し、かつ、手配の時期を失わないようにすること。

(2) 手配をする範囲は、先ず被疑者の立ち回り予想先等を考慮のうえ小範囲に限

定し、必要に応じその範囲を拡大すること。

（通常逮捕状がない場合）

第１３１条 警務部隊の長は、急速を要するため法第１９９条第１項に規定する逮

捕状（以下「通常逮捕状」という。）の発付を受けるいとまがない場合において

も、指名手配を行なうことができる。この場合において、指名手配後、すみやか

に、通常逮捕状の発付を受け、その有効期間及び引致場所を通報しなければなら

ない。

（逮捕状の再発付）

第１３２条 警務部隊の長は、指名手配を行なつた場合において、当該通常逮捕状

の有効期間が経過し、なお指名手配を必要とするときは、通常逮捕状の再発付を

受け、その旨を手配先に通報しなければならない。

（盗品等の手配及び照会）

第１３３条 警務部隊の長が、捜査中の事件の盗品等（盗品その他財産に対する罪
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に当たる行為によつて領得された物をいう。以下同じ）について、他の警務部隊

に対してその発見を求める手配を盗品等手配とし、他の捜査機関に対して、その

発見を求める場合は、盗品等の照会を行わなければならない。

２ 警務官等は、盗品等手配又は照会を行うに当たつては、発見すべき品の名称、

銘柄、品種、特徴等を明らかにすることに努め、必要があるときは、写真を添付

する等、有効適切な措置を講じなければならない。

３ 盗品等手配の種類は次のとおりとする。

(1) 重要盗品等手配（捜査本部を開設して捜査を行う事件その他重要な事件につ

いて発する場合）

(2) 普通盗品等手配（前号以外の場合）

４ 警務部隊の長は、盗品等手配に当たつては、盗品等の市場性、一般の取引経路

その他の事項を考慮して、手配の範囲を定め、その効果を有効適切にするよう努

めなければならない。

（警察に対する品触れの依頼）

第１３４条 警務部隊の長は、盗品等を発見するため必要があるときは、警察に質

屋及び古物商に対する品触れの依頼をすることができる。

２ 警察に対する依頼は、依頼書に盗品等手配書（別紙様式第８号）を添付して行

うものとする。

（手配等の解除）

第１３５条 警務部隊の長は、指名手配、指名通報、盗品等の手配若しくは照会及

び品触れの依頼を行なつた場合において、被疑者の逮捕、盗品等の発見等により

その必要がなくなつたときは、速やかに、手配先の警務部隊に対し解除の通知を

し、又は他の捜査機関に対し手配等の解除を依頼しなければならない。この場合

において、指名手配の解除については第１２８ 条第１項の規定により、指名手配

の連絡をした直近上位の警務部隊の長にその旨連絡するものとする。

第７節 任意捜査

第１款 通則

（任意捜査の原則）

第１３６条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、なるべく強制処分によらな

い捜査（以下「任意捜査」という。）によつてその目的を達成するようにしなけ

ればならない。

（承諾を求める際の注意）

第１３７条 警務官等は、任意捜査にあたり相手方の承諾を求めるものについては、

次の事項に注意しなければならない。

(1) 承諾を強制し、又はその疑いを受けるおそれのある態度又は方法をとらない

こと。

(2) 任意性を疑われることのないよう十分な配慮をすること。

（人の住居等の任意の捜索の禁止）
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第１３８条 警務官等は、人の住居又はその看守する邸宅、建造物若しくは船舶等

について捜索をする必要がある場合は住居主若しくは看守者又はこれらに代わる

べき者の任意の承諾が得られると認められるときにおいても、捜索許可状の発付

を受けて捜索しなければならない。

（相手方に対する考慮）

第１３９条 警務官等は、任意捜査にあたつては、特に相手方に都合のよい日時を

選ぶ等できる限り迷惑にならないように心掛けるとともに、関係者の名誉を不当

に害することのないよう注意しなければならない。

（資料提出者の保護）

第１４０条 警務官等は、任意捜査によつて得た資料については、被疑者その他の

関係者に対し、努めてその入手先、内容等を告げないようにし、資料の提出者に

後難が及ばないように注意しなければならない。

第２款 内偵

（内偵）

第１４１条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、聞込、尾行，張込等により、

できる限り多くの捜査資料を入手するように努めなければならない。

（保全要請）

第１４１条の２ 警務官は、法第１９７条第３項の規定による通信履歴の電磁的記

録を消去しないことの求め及び当該求めの取消し並びに同条第４項の規定による

期間の延長をするときは、警務部隊の長の指揮を受けて行わなければならない。

２ 警務官は、通信履歴の電磁的記録を消去しないことの求めについては保全要請

書（基本様式第５９号）により、当該求めの取消しについては保全要請取消書

（基本様式第６１号）により、当該求めの期間の延長については保全要請期間延

長通知書（基本様式第６０号）により、それぞれ行うものとする。

（資料の活用）

第１４２条 警務官等は、聞込、尾行、張込等により得た資料は、直ちに警務部隊

の長に報告しなければならない。

２ 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、自ら評価判定し、これを捜査資

料として活用するように努めなければならない。

第３款 任意出頭

（任意出頭）

第１４３条 警務官等は、捜査のため被疑者又はその他の関係者に対して任意の出

頭を求めるときは、電話、呼出通知状（別紙様式第９号）の送付その他適当な方

法により、出頭すべき日時、場所、用件その他必要な事項を呼出人に確実に伝達

しなければならない。

２ 警務官等は、被疑者又はその他の関係者に対して任意出頭を求める場合には、

呼出簿（別紙様式第１８号）に所要事項を記載して、その処理の経過を明らかに

しておかなければならない。
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（任意出頭者に対する考慮）

第１４４条 警務官等は、被疑者が任意に出頭したときは、迅速に必要な取調べそ

の他の捜査を行なわなければならない。

（不出頭の場合の処置）

第１４５条 警務官等は、被疑者に任意出頭を求めた場合において、正当な理由が

ないのに出頭せず、又は出頭後ほしいままに退去したときは、その事情を明らか

にしなければならない。

第１４６条 削除

（被疑者以外の者の不出頭の場合の処置）

第１４７条 警務官等は、当該犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すること

が明らかに認められる被疑者以外の者に任意の出頭を求めた場合において、その

者が正当な理由がないのに出頭せず、又は出頭後ほしいままに退去したとき若し

くは供述を拒んだときは、第２８９条に規定する処置をとり、それ以外の者であ

るときは、その他の者から新しい捜査資料を得るようにしなければならない。

（逮捕状発付後の事情変更）

第１４８条 警務官等は、被疑者に通常逮捕状が発付されている場合においても、

その後の事情により逮捕状による逮捕の必要がないと認められるに至つたときは、

任意捜査の方法によらなければならない。この場合においては、通常逮捕状はそ

の有効期間内であつても、直ちに裁判官に返還するものとする。

（任意出頭及び緊急逮捕）

第１４９条 警務官等は、任意の出頭を求めて取調べ中の被疑者につき、その供述

又は挙動等の状況により、法第２１０条第１項に規定する逮捕（以下「緊急逮

捕」という。）をする必要があると認めるに至つたときは、緊急逮捕を行ない、

事後の捜査に支障を生じないようにしなければならない。

第４款 実況見分

（実況見分）

第１５０条 警務官等は、捜査を行なうにあたつては、犯罪の現場その他事件に関

係がある場所、物件又は身体について、必要があると認めるときは、実況見分を

行なわなければならない。

（実況見分の要領）

第１５１条 警務官等は、実況見分を行うに当たつては、次の事項に注意しなけれ

ばならない。

(1) 各人が個個独断に行なうことを避け、必ず捜査主任者の統制のもとに組織的

に行なうこと。

(2) 鑑識の専門的知識及び技術を活用して実効をあげるように努めること。必要

があるときは警察の協力を求めること。

(3) 実況見分を行なうときは、場所についてはその場所の所有者、管理者その他

これらに代わるべき者、物件についてはその所有者、所持者又は保管者の承諾
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を得るとともにその立ち会いを求めること。

(4) 身体について実況見分を行なうときは、その人の承諾を得ること。ただし、

女子については、その承諾があつても裸にしてこれを行なつてはならない。

(5) 部隊等の施設において、実況見分を行なうときは、必ず当該部隊等の長の承

諾を得るとともに、その立ち会いを求めること。

(6) 適当な立会人が得られないときは、他の警務官等を立ち会わせて証明力の確

保に努めること。

(7) できる限り広い範囲にわたつて実況見分を行なうことに努め、場所又は物件

が２以上あるときは、順序を追つて行ない、その経過を明らかにすること。

(8) 実況見分の場所において、被疑者その他の関係者の説明を求め、できる限り

事件当時の状況を明らかにすること。

(9) 実況見分の現場において証拠物と認められる物を発見したときは、その所在

箇所及び状況を明らかにし、領置の手続をとること。

(10)実況見分の現場において被疑者又は関係者と認められる者の指掌紋、足跡そ

の他の捜査資料を発見したときは、所在箇所及び状況を明らかにし、その保全

に努めること。

（実況見分中の立ち入り等の禁止）

第１５２条 警務官等は、実況見分を行なう場合において混乱又は証拠の散逸を防

止するため立入禁止又は退去等の処置を必要と認めるときは、その場所の所有者、

管理者その他これに代わるべき者の協力を得て行なわなければならない。

（実況見分調書の作成）

第１５３条 警務官等は、実況見分を行なつたときは、実況見分調書を作成しなけ

ればならない。

２ 警務官等は、前項の実況見分調書には、できる限り図面又は写真を添付し、そ

の状況を明らかにするよう努めなければならない。

３ 警務官等は、前２項の規定により実況見分調書を作成するに当たつては、写真

をはり付けた部分にその説明を付記するなど、分かりやすい実況見分調書となる

よう工夫しなければならない。

（実況見分調書記載上の注意）

第１５４条 警務官等は、実況見分調書を作成するにあたつては客観的に記載する

ように努め、被疑者、被害者その他の関係者に対し説明を求めた場合においても、

その指示説明の範囲を超えて記載することのないように注意しなければならない。

第５款 領置

（領置）

第１５５条 警務官等は、捜査を行なうにあたつて、被疑者その他の者が遺留した

物を発見し、又は捜査資料となるべき物の所有者若しくは保管者がその物を任意

に提出したときは、これを領置し、捜査資料として活用するようにしなければな

らない。
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（領置の際の注意）

第１５６条 警務官等は、捜査資料となるべき物を領置するに当たつては、次の事

項に注意しなければならない。

(1) 指掌紋その他の附着物を損傷しないようにし、できる限り原状のまま保存す

ること。

(2) 数量を明確にし、その保管を厳重にすること。

(3) 被疑者その他の者が遺留した物を領置するときは、領置物の位置状況を明確

にするため、居住者、管理者その他の関係者の立ち会いを求めること。

(4) 領置物の発見された状況等を明確にする必要があるときは、領置に先立つて

第１１７条第１項に準じ写真の撮影を行なうこと。

（郵便物等の特例）

第１５７条 警務官等は、法令の規定に基づき通信事務を取扱う者が保管し、又は

所持する郵便物、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第

９９号）第２条第３項に規定する信書便物（以下「信書便物」という。）若しく

は電信に関する書類又は部隊等その他公務所の職務上の秘密に関するものについ

ては、領置を行うことなく差押えの手続によらなければならない。

（領置に必要な書類）

第１５８条 警務官等は、所有者、所持者、保管者その他の者が任意に提出した物

については、任意提出書（基本様式第２１号）を提出させたうえ、領置調書

（甲）（基本様式第２２号）を作成し、被疑者その他の者が遺留した物について

は遺留状況を詳細に実況見分調書に記載したうえ、領置調書（乙）（基本様式第

２３号）を作成しなければならない。

（押収品目録交付書）

第１５９条 警務官等は、任意に提出された物を領置したときは、押収品目録交付

書（基本様式第３５号）を作成し、相手方に交付しなければならない。

（領置物保管の処理）

第１６０条 警務官等は、運搬又は保管に不便な領置物について、所有者その他の

者に承諾を得て保管させたときは、相手方から保管請調書（基本様式第３９号）

を提出させなければならない。

（領置物の廃棄処分）

第１６１条 警務官等は、爆薬その他人の生命又は財産に危険を生ずるおそれのあ

る領置物については、所属の警務部隊の長の指揮を受け当該領置物を廃棄するこ

とができる。この場合においては、廃棄処分書（別紙様式第１０号）を作成しな

ければならない。

２ 警務官等は、前項の処分を行なう場合において当該領置物が自衛隊の武器又は

弾薬であるときは、第１６４条第１項及び第１６５条に規定する処置をとり、自

衛隊の武器又は弾薬以外の物であるときは、関係の部隊等の長の意見を聴取して

行なうものとする。
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（領置物の換価処分）

第１６２条 警務官は、没収することができる領置物で滅失若しくは破損のおそれ

のあるもの又は保管に不便なものについては、所属の警務部隊の長の指揮を受け、

当該領置物を売却し、その代価を保管することができる。この場合において、換

価処分書（別紙様式第１１号）を作成しなければならない。

（廃棄処分等と証拠との関係）

第１６３条 警務官等は、前２条に規定する処分を行なうにあたつては、処分に先

立つてその状況を写真、見取図又は記録等により明らかにするとともに、必要が

あると認めるときは、その領置物の性状、価格等を鑑定に付するようにしなけれ

ばならない。この場合においては、再鑑定のためその物の一部を保存するように

しなければならない。

（領置物の還付等）

第１６４条 警務官は、領置する必要がなくなつた領置物は、所属の警務部隊の長

の指揮を受けて還付しなければならない。この場合において、相手方から還付請

書（基本様式第３７号）を提出させなければならない。

２ 領置する必要がなくなつた領置物について還付を受けるべき者が明らかでない

ときは、第３１０条に規定する送致の手続をしなければならない。

（領置物の仮還付）

第１６５条 警務官は、領置物の所有者、所持者、保管者その他の者から請求があ

つたときは、所属の警務部隊の長の指揮を受け領置物を仮に還付することができ

る。この場合において、相手方から仮還付請書（基本様式第３８号）を提出させ

なくてはならない。

２ 前項の規定により、仮還付した証拠品を還付する場合は、還付通知書（別紙様

式第１２号）により行うものとする。

（還付等の相手方の調査等）

第１６６条 警務官は、領置物の還付又は仮還付にあたつては、相手方がこれを受

ける正当な権利を有するものであるかどうかについて調査を行ない、事後に紛議

が生じないようにしなければならない。

２ 警務官は、前２条の規定により提出された押収物還付請書及び押収物仮還付請

書を当該事件の記録にとじておかなければならない。

（領置物の所有権放棄の処置）

第１６７条 警務官等は、領置物について所有権を放棄する旨の申出があつたとき

は、所有権放棄書（基本様式第３６号）の提出を求め、又は任意提出書にその旨

を記載させるものとする。

２ 警務官等は、領置物が電磁的記録に係る記録媒体であり、当該記録媒体の所有

者でない提出者が当該電磁的記録について所有に属するものとみなされる権利

（刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法（昭和３８年法

律第１３８号）第１条の２の規定により所有に属するものとみなされる場合にお
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ける権利をいう。）を放棄する旨の申出があつたときは、電磁的記録に係る権利

放棄書（基本様式第３６号の２）の提出を求め、又は任意提出書にその旨を記載

させるものとする。

（還付等の禁止物）

第１６８条 警務官は、銃砲、火薬、刀剣等の領置物については、その物を所持す

ることが法令により禁止されている者に対しては、還付又は仮還付してはならな

い。

（廃棄処分等の記録）

第１６９条 警務官等は、領置物を廃棄し、又は売却してその代価を保管したとき

は、当該領置物についての領置調書に当該処分を行つた年月日及び処分事項を記

入しなければならない。

第８節 強制捜査

第１款 令状の請求

（令状請求の指揮）

第１７０条 捜査を行うに当たつて裁判官に通常逮捕状、捜索、差押え、記録命令

付差押え若しくは検証のための許可状又は身体検査令状を請求する必要があると

きは、警務部隊の長が自らこれを行うものとする。

２ 前項の令状の請求について警務部隊の長が自らこれを行なうことができない事

由のあるときは、先任者である他の警務官がこれを行なうことができる。この場

合においても、遠隔の地にあつて急速を要するときその他やむを得ない事由があ

るときのほか、警務部隊の長の指揮を受けて行なわなければならない。

（通常逮捕状請求の手続）

第１７１条 通常逮捕状を請求するにあたつては、逮捕状請求書（甲）（基本様式

第１１号）にその謄本１通を添付し、所属の警務部隊の所在地を管轄する地方裁

判所又は簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。ただし、やむを得な

い事情があるときは、もよりの下級裁判所の裁判官にすることができる。

（緊急逮捕状請求の手続）

第１７２条 警務官等は、緊急逮捕状を請求するにあたつては、所属の警務部隊の

長の指揮を受け、逮捕状請求書（乙）（基本様式第１６号）にその謄本１通を添

付し、前条に規定する裁判所の裁判官にこれをしなければならない。

２ 緊急逮捕状の請求にあたつて緊急逮捕を行なつた警務官等に支障があるときは、

他の警務官等が代わつて当該緊急逮捕状の請求をすることができる。

（逮捕前における引致場所等の変更）

第１７３条 警務官は、通常逮捕状の発付を受けた後、逮捕前において引致場所そ

の他の記載事項を変更する必要が生じたときは、所属の警務部隊の長の指揮を受

け、通常逮捕状を発付した裁判官又はその者の所属せる裁判所の他の裁判官に対

し、引致場所変更請求書（基本様式第１２号）により、記載の変更を請求するも

のとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、他の裁判所の裁判官に対し
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て請求することができる。この場合においては、当該通常逮捕状及び引致場所変

更請求書並びにその謄本１通に変更の理由及び必要な資料を添付するものとする。

（許可状等請求の手続）

第１７４条 捜索、差押え、記録命令付差押え若しくは検証のための許可状（以下

「捜索許可状等」という。）又は身体検査令状を請求するに当たつては、捜索

（差押、検証）許可状請求書（基本様式第２４号）、記録命令付差押許可状請求

書（基本様式第２４号の２）又は身体検査令状請求書（基本様式第４２号）に、

それぞれ謄本１通を添付し、第１７１条に規定する裁判所の裁判官にこれをしな

ければならない。

（逮捕理由の疎明資料）

第１７５条 通常逮捕状を請求するにあたつては、逮捕の理由及び逮捕の必要があ

ることを疎明する次の資料を逮捕状請求書に添付しなければならない。

(1) 被害届、告訴状、告発状、告訴調書、告発調書、関係者の供述調書、捜査報

告書類、証拠書類又は証拠物

(2) 法第１９９条第１項ただし書の３０万円（刑法（明治４０年法律第４５号）、

暴力行為等処罰に関する法律（大正１５年法律第６０号）及び経済関係罰則の

整備に関する法律（昭和１９年法律第４号）の罪以外の罪については、当分の

間、２万円）以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪について通常逮捕状を請求

するときは、前号に掲げるもののほか、被疑者が定まつた住居を有しないこと

又は正当な理由がなく任意の出頭の求めに応じないことを疎明する資料

２ 緊急逮捕状を請求するときは、前項第１号に掲げるもののほか、緊急逮捕手続

書（基本様式第１５号）及び第１９３条第１項第５号の規定により記載した弁解

録取書（基本様式第１９号）を添付しなければならない。

（捜索許可状等の請求書又は身体検査令状請求書に添付すべき疎明資料）

第１７６条 捜索許可状等又は身体検査令状を請求するに当たつては、捜査に必要

かつ十分な範囲を定め、捜索すべき場所、身体若しくは物、差し押さえるべき物、

記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷さ

せるべき者、検証すべき場所、身体若しくは物又は検査すべき身体の部位等を明

らかにするとともに、被疑者供述調書、参考人供述調書その他当該処分を行う必

要があることを疎明する資料を添付しなければならない。この場合において、現

に逮捕状が発付されているときは、当該逮捕状又はその写しを添付するものとす

る。

２ 法第２１８条第２項の規定による差押えの令状を請求するに当たつては、前項

に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続して

いる記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を明確にして行

わなければならない。

（郵便物の差押許可状請求書に添付すべき疎明資料）

第１７７条 郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事
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務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの（被疑者から発し、又は被疑者に対

して発したものを除く。）について差押えのための許可状を請求するに当たつて

は、前条に規定する資料のほか、その物が当該事件に関係があると認めるに足り

る状況があることを疎明する資料を添付しなければならない。

（被疑者以外の者に対する捜索許可状請求書に添付すべき疎明資料）

第１７８条 被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所について捜索のため

の許可状を請求するにあたつては、第１７６条に規定する資料のほか、差し押さ

えるべき物の存在を認めるに足りる状況を明らかにした関係者の供述調書又は捜

査報告書類を添付しなければならない。

（請求の際の説明）

第１７９条 警務官等は、通常逮捕状、緊急逮捕状、捜索許可状等又は身体検査令

状を請求するにあたつては、なるべく請求者である警務官等が裁判官のもとに出

頭して、事実の説明をするようにしなければならない。

第２款 被疑者の逮捕

（被疑者の逮捕に関する一般的注意）

第１８０条 警務官等は、被疑者を逮捕するに当たつては次の事項に注意しなけれ

ばならない。

(1) 事前によく被疑者の所在場所、立ち回り先、凶器の有無等について内偵を行

い、逃亡、証拠隠滅、抵抗等を防ぎ、確実にその目的を達するように努めるこ

と。

(2) 常に機先を制し、相手方の反抗を抑止すること。

(3) 感情にとらわれることなく、沈着冷静な態度をもつて臨み、必要な限度を越

えて実力を行使しないこと。

(4) 凶悪な被疑者を逮捕するときは、勇敢機敏な行動で相手方の反抗心を喪失さ

せること。

(5) 武器を使用するときは、法令の規定に従い、不当に使用しないこと。

(6) 自衛隊の施設内において自衛官等又は職員である被疑者を逮捕するときは、

事前にその所属する部隊等の長に対し、自殺、逃亡、証拠隠滅等のないように

連絡を密にしておくこと。

(7) 被疑者が逃亡し、自殺し又は暴行する等のおそれがある場合において必要が

あるときは、確実に手錠を使用すること。手錠を使用する場合においても、苛

酷にわたらないように注意するとともに、衆目に触れないように努めること。

（自衛官等又は職員以外の者を逮捕する場合の注意）

第１８１条 警務官等は、自衛官等又は職員以外の者を逮捕するにあたつては、次

の事項に注意しなければならない。

(1) 逮捕するときは、近隣に目立たないように考慮するとともに、実力の行使に

あたつては他の者から非難を受けることのないように慎重を期すること。

(2) 逮捕に向かうときは、できる限り私服を着用すること。
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（逮捕の通報等）

第１８２条 警務部隊の長は、自衛官等又は職員である被疑者を逮捕したときは、

その所属する部隊等の長にその旨を通報しなければならない。

２ 警務部隊の長は、被疑者を逮捕したときは、その旨を速やかに順序を経て上級

の警務部隊の長に報告し、最上級の警務部隊の長は、当該幕僚長を通じてその旨

を防衛大臣に報告しなければならない。

（群衆犯罪被疑者を逮捕する場合の注意）

第１８３条 警務官等は、群衆犯罪の被疑者を逮捕するにあたつては、相手方の勢

力、状況の推移等を慎重に考慮し、逮捕の時期、方法及び範囲等を誤らないよう

にしなければならない。

２ 群衆犯罪が発生した場合は、随時現場の状況を写真その他の方法によつて明ら

かにし、被疑者の犯行を確認する等証拠の収集保全に努めなければならない。

（多数の被疑者を逮捕した場合の注意）

第１８４条 警務官等は、群衆犯罪の被疑者を多数同時に逮捕し又は多数の被疑者

を同時に逮捕したときは、それぞれ、自己の逮捕した被疑者につき、その人相、

体格、着衣その他の特徴、犯罪事実及び逮捕時の状況並びに被疑者と証拠等の関

係を明確にし、事後の捜査に支障を生じないようにしなければならない。

２ 警務官等は、前項に規定する目的を達成するため必要があるときは、被疑者を

逮捕者と共に撮影しておく等適切なる方法を講じなければならない。

（通常逮捕状による逮捕）

第１８５条 警務官等は、通常逮捕状により被疑者を逮捕しようとするときは、通

常逮捕状を被疑者に示さなければならない。この場合において、被疑者が文盲等

であるときは、読み聞かせる等の方法を講じるものとする。

（通常逮捕状を所持しない場合の逮捕）

第１８６条 警務官等は、通常逮捕状が発せられている場合において、通常逮捕状

を所持していないため、これを示すことができないときにおいても急速を要する

ときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨及び通常逮捕状が発せられている旨を告

げて、逮捕することができる。この場合において、通常逮捕状は逮捕後すみやか

に被疑者に示さなければならない。

（通常逮捕手続書の作成）

第１８７条 警務官等は、第１８５条の規定により被疑者を逮捕したときは、通常

逮捕手続書（甲）（基本様式第１３号）を前条の規定により被疑者を逮捕したと

きは通常逮捕手続書（乙）（基本様式第１４号）を作成しなければならない。

（緊急逮捕手続書の作成）

第１８８条 警務官等は、被疑者を緊急逮捕したときは、緊急逮捕手続書（基本様

式第１５号）を作成しなければならない。

（現行犯人逮捕手続書の作成）

第１８９条 警務官等は、現行犯人を逮捕したときは、現行犯人逮捕手続書（甲）
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（基本様式第１７号）を作成しなければならない。

２ 警務官等は、警務官等以外の者が逮捕した現行犯人を受け取つたときは、現行

犯人逮捕手続書（乙）（基本様式第１８号）を作成しなければならない。

３ 警務官等は、逮捕手続書の作成にあたつては、現に罪を行ない若しくは現に罪

を行ない終つたと認められた状況又は法第２１２条第２項各号の１にあたる者が、

罪を行ない終つてから間がないと明らかに認められた状況を具体的に記載しなけ

ればならない。

第１９０条 削除

（警務部隊等への連行）

第１９１条 警務官等は、被疑者を逮捕したときは直ちに所属の警務部隊又は通常

逮捕状に指定された場所に連行しなければならない。

２ 警務官等は、自衛官等又は職員である現行犯人を逮捕したとき、又は警務官等

以外の者から逮捕された自衛官等又は職員である現行犯人を受け取つたときは、

直ちに警務部隊に連行しなければならない。

（警務官への引致）

第１９２条 警務官補は、前条の規定により連行した被疑者又は現行犯人を直ちに

警務官に引致しなければならない。

（警務官の処置）

第１９３条 警務官は、被疑者を逮捕し、又は逮捕された被疑者を受け取ったとき

は、直ちに次に掲げる処置をとった後、取調べのため身柄を留置するかどうかに

ついて所属の警務部隊の長の指揮を受けなければならない。

(1) 犯罪事実の要旨を告げること。

(2) 弁護人を選任できる旨を告げること。

(3) 前号に掲げる処置をとるに当たって、弁護士、弁護士法人（弁護士・外国法

事務弁護士共同法人を含む。次号において同じ。）又は弁護士会を指定して弁

護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示すること。

(4) 逮捕された被疑者が弁護人の選任の申出をした場合においては、被疑者の指

定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会に対しその旨を通知すること。

(5) 弁解の機会を与え、その結果を弁解録取書（基本様式第１９号）に記載する

こと。

２ 警務官は、前項第２号に揚げる処置をとるに当たつては、被疑者に対し、次に

掲げる事項を教示しなければならない。

(1) 引き続き勾留を請求された場合において、貧困その他の事由により自ら弁護

人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人の選任を請求する

ことができること。

(2) 裁判官に対して弁護人の選任を請求する場合は、法第３６条の２に規定する

資力申告書を提出しなければならないこと。

(3) 被疑者の資力が５０万円以上であるときは、あらかじめ、第１号の勾留の請
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求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域

内にある弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならないこと。

３ 警務部隊の長は、被疑者を留置するかどうかを判断するに当たつては、当該事

案の軽重、逃亡、通謀、証拠隠滅等捜査上の支障の有無、被疑者の年令、境遇、

健康その他の事情を考慮しなければならない。

（弁解録取の範囲）

第１９４条 警務官は、被疑者の弁解の録取を行なうにあたつて、その供述が犯罪

事実の核心に触れる等弁解の範囲外にわたると認められるときは、これを弁解録

取書に記録することなく、被疑者供述調書を作成しなければならない。

（指掌紋の採取等）

第１９５条 警務官等は、逮捕した被疑者につていは引致後速やかに指掌紋の採取

及び写真の撮影を行わなければならない。この場合において、特に必要があると

認めるときは、足型を採取し、又は身長若しくは体重を測定しなければならない。

（被疑者の釈放）

第１９６条 警務部隊の長は、被疑者を留置する必要がないと認めたときは、直ち

に釈放しなければならない。

（弁護人の選任）

第１９７条 警務官は、被疑者が身柄を拘束されていると否とにかかわらず、被疑

者又は被疑者の法定代理人、保証人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が弁

護人を選任するときは、弁護人と連署した弁護人選任届を差し出させるものとす

る。

２ 警務官は、前項に規定する場合において、１人の被疑者について３人をこえる

弁護人の選任届があつたときは、地方裁判所又は簡易裁判所の許可がある場合を

除き受理しないものとする。

３ 警務官等は、特定の弁護人を示さし、又は推薦してはならない。

（逮捕に関する誤りがあつた場合の処置）

第１９８条 警務官等は、通常逮捕状により被疑者を逮捕した場合において、通常

逮捕状に記載された被疑事実のないことが明らかになつたときは、所属の警務部

隊の長の指揮を受け、釈放しなければならない。ただし、当該被疑事実について

適用すべき罪名を改めるのを相当と認めるにとどまるときは、被疑者を釈放する

ことを要しない。

２ 警務官は、前項ただし書に該当する事件を検察官に送致するときは、通常逮捕

状に記載された罪名によることなく逮捕後明らかになつた罪名により行うものと

する。

３ 緊急逮捕状の発付を受けた場合においても、前２項と同様とする。

（再逮捕）

第１９９条 警務官等は、前条第１項により、被疑者を釈放する場合において、他

の犯罪事実があると認められるときは、機を失せず、逮捕しなければならない緊
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急逮捕し、又は現行犯人として逮捕した被疑者についても同様とする。

（釈放後の緊急逮捕状の請求）

第２００条 警務官等は、被疑者を緊急逮捕した場合において緊急逮捕の理由とな

つた犯罪事実がないこと若しくはその犯罪事実が罪とならないことが明らかにな

り、当該被疑者を釈放したとき又は身柄を留置して取り調べる必要がないと認め

て釈放したときにおいても、緊急逮捕状の請求をしなければならない。

（現行犯人逮捕に関し誤りがあつた場合の処置）

第２０１条 警務官等は、現行犯人を逮捕した場合において、事後の取調べにより

逮捕状による逮捕の手続によるべきものであることが明らかになつたときは、直

ちにこれを釈放し、改めて逮捕状による逮捕の手続をとらなければならない。

（通常逮捕状を紛失した場合の処置）

第２０２条 警務官等は、通常逮捕状により、被疑者を逮捕した後、通常逮捕状を

紛失したときは、すみやかに、所属の警務部隊の長の指揮を受け、それを発付し

た裁判官から発付の事実を証明するに足りる文書の交付を受けておかなければな

らない。

２ 警務官等は、前項の規定により交付を受けた文書を送致記録にとじておかなけ

ればならない。

（不要令状の返還）

第２０３条 警務部隊の長は、通常逮捕状、捜索許可状等又は身体検査令状で不要

となつたものについては、すみやかに、その理由を附して、これを発付した裁判

官に返還しなければならない。

（遅延事由報告書）

第２０４条 警務官等は、遠隔の地で被疑者を逮捕したとき、被疑者が病気、でい

酔等により保護を必要とするとき、その他天災地変、交通事故等やむを得ない事

由により被疑者の引致が遅れ、法第２０３条第１項に規定する時間の制限に従う

ことができなかつたときは、遅延事由報告書（基本様式第５６号）を作成しなけ

ればならない。

２ 警務官等は、前項の遅延事由が発生したため、時間の制限に従うことができな

いときは、直ちにその旨を検察官に通知するものとする。

第３款 被疑者の留置

（留置の場所等）

第２０５条 警務官等は、被疑者を留置するに当たつては、警察の留置施設又は刑

事施設を利用するものとする。

２ 警務官等は、前項の規定により、警察の留置施設を利用するときは、警察との

協定によるものとし、被疑者の護送は警務官等が行うものとする。

３ 警務官等は、自衛官等である被疑者を留置するときは、できる限り私服を着用

させるようにしなければならない。

（留置の通報等）
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第２０６条 警務部隊の長は、自衛官等又は職員である被疑者を留置したときは、

被疑者の所属する部隊等の長にその旨を通報し、被疑者から申出があつたときは、

捜査上特に支障がない限り、家族等にその旨を通知しなければならない。

２ 警務部隊の長は、自衛官等又は職員以外の被疑者を留置した場合において被疑

者の住居及び氏名が判明しているときは、捜査上特に支障がない限り、家族等に

その旨を通知しなければならない。

３ 警務部隊の長は、勾留中の被疑者から、家族等に対する通知の申出があつたと

きは、あらかじめ、検察官に連絡して処置をするものとする。

（多数の被疑者の留置）

第２０７条 警務官等は、多数の被疑者を同時に留置するときは、分散留置等の方

法により、混乱、通謀、証拠隠滅等の防止に努め、事後の取調べに支障がないよ

うに注意しなければならない。

（女子の留置）

第２０８条 警務官等は、女子を留置するときは、男子と分離して行なうように注

意しなければならない。

（病気又は死亡の場合の処置）

第２０９条 警務官等は、留置中の被疑者については特にその健康に注意し、必要

があると認めるときは、釈放するか、又は取調べを一時中止して医官の診療を受

けさせるか、その他適当な医療施設に収容する等、被疑者の保護に注意しなけれ

ばならない。

２ 警務官等は、留置中の被疑者が死亡したときは、医官の検案を求める等その死

亡の原因その他必要な事項を明らかにするとともに、検視が行なわれるよう検察

官に通知し、事後において死亡の原因等について疑惑を招かないようにしなけれ

ばならない。

（事故の防止）

第２１０条 警務官等は、留置中の被疑者が取調べ等のため留置施設以外の場所に

あるときは、よくその動静を監視し、逃亡、自殺、証拠隠滅等の事故がないよう

に注意しなければならない。

（被疑者の勾留中の事故）

第２１１条 警務官等は、勾留状により勾留されている被疑者について、逃亡、自

殺、その他の事故が発生したときは、その旨を直ちに検察官に通知しなければな

らない。

（留置した被疑者の釈放）

第２１２条 警務部隊の長は、留置した被疑者について、引き続き留置する必要が

なくなつたときは、すみやかに、釈放しなければならない。

２ 警務部隊の長は、前項の規定により自衛官等又は職員である被疑者を釈放する

ときは、所属の部隊等の長にその身柄を引き渡さなければならない。

３ 警務部隊の長は、第１項の規定により被疑者を釈放する場合において、必要が
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あると認めるときは、身柄の引受人から身柄請書（別紙様式第１３号）を提出さ

せるものとする。

（接見又は物品の授受）

第２１３条 警務官等は、弁護人若しくは弁護人となろうとする者又はその他の者

から被疑者に対し、接見又は書類若しくは物の授受の申出があつたときは、所属

の警務部隊の長の指揮を受けて処置しなければならない。

（弁護人の身分等の確認）

第２１４条 警務官等は、弁護人又は弁護人になろうとする者から被疑者に対し、

接見又は書類若しくは物の授受の申出があつたときは、その者が法第３９条第１

項に規定するものであるかどうかを確かめた後、これを受理するものとする。

（接見又は物品の授受に対する指定）

第２１５条 警務官等は、前条の規定により接見又は書類若しくは物の授受の申出

を受理する場合において、捜査のため必要があるときは、その日時、場所及び時

間を指定することができる。ただし、検察官に送致した後においては、検察官の

指示を受けるものとする。

２ 警務官等は、前項の指定に当たつては、指定書（基本様式第２０号）によつて

行うものとする。

３ 警務官等は、第１項の指定に当たつては、被疑者が防御の準備をする権利を不

当に制限することのないようにしなければならない。

（指定に対する不服）

第２１６条 警務官等は、前条第１項の指定について不服の申立てがあつた場合に

おいても自ら当該指定を正当と認めるときは、その指定について裁判所の取消し

又は変更の決定があるまでは、これを取消し、又は変更することを要しない。

（指定についての検察官への連絡）

第２１７条 警務官等は、被疑者の身柄を検察官に送致した後においても、引き続

き捜査を必要とする事件について第２１５条第１項の規定の必要があると認める

ときは、身柄の送致に際し、その旨を検察官に連絡しなければならない。

（接見又は物品の授受に関する注意）

第２１８条 警務官等は、身柄の拘束を受けている被疑者と弁護人又は弁護人とな

ろうとする者との接見に立ち会い、又はこれらの者の間における書類若しくは物

の授受を妨げてはならない。ただし、酒、たばこ、マッチ、毒物、凶器その他被

疑者の防御をする権利に関係なく、かつ、保安上支障のある物の授受については

この限りでない。

（弁護人以外の者との接見又は物品の授受）

第２１９条 警務官等は、身柄の拘束を受けている被疑者に対し、弁護人又は弁護

人となろうとする者以外の者から接見又は書類若しくは物の授受の申出があつた

ときは、証拠隠滅、逃亡等捜査上支障のない限り、できるだけその便宜を図るよ

うにしなければならない。
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第４款 被疑者の護送

（護送を行なう者）

第２２０条 警務部隊の長は、被疑者を護送しようとするときは、警務官等に行な

わせなければならない。この場合において、必要に応じ、警務官等以外の自衛官

等を補助者として護送に従事させることができる。

（護送を行なう者の数及びその経路の決定等）

第２２１条 警務部隊の長は、被疑者の護送を行なうにあたつては、護送を行なう

者（以下「護送勤務者」という。）の数並びに護送の方法及び経路の決定をする

ものとする。

２ 警務部隊の長は、前項の護送勤務者の数の決定にあたつては、護送の方法、被

疑者の数、罪状、性格等を護送の経路の決定にあたつては、交通機関の状態、地

理的条件その他の諸般の情勢を考慮して行なうものとする。

３ 警務部隊の長は、護送勤務者に対し、護送上の心得その他護送に関し必要な事

項について指示するものとする。

（護送の方法）

第２２２条 警務部隊の長は、被疑者の護送にあたつては、遠隔地へ護送その他や

むを得ない事由があるときのほかはできる限り部隊等の車両で行なうものとする。

（施錠）

第２２３条 警務官等は、護送する被疑者には必ず手錠を施さなければならない。

ただし、護送先が近接地であり、かつ、被疑者に逃亡又は自殺のおそれのないと

きは、この限りでない。

２ 警務官等は、被疑者に手錠を施すにあたつては、努めて手錠が外部に現れない

ように注意しなければならない。

（護送する被疑者の服装）

第２２４条 警務部隊の長は、自衛官等である被疑者を護送するにあたつては、で

きる限り私服を着用させるようにしなければならない。

（護送勤務者の心得）

第２２５条 護送勤務者は、護送にあたつては、次の事項を守らなければならない。

(1) 護送前に被疑者について凶器、毒物その他自殺又は逃亡の用に供するおそれ

のある物の発見に努めること。

(2) 被疑者の健康状態を確かめ、異状を認めたときは医官の診断を求めること。

(3) 被疑者の性癖を承知するとともに、護送中の事故発生に備えてその者の本籍、

住居、職業、所属、階級（等級）氏名、年齢、人相、着衣、特徴及び立ち回り

先等を記録携行すること。

(4) 護送中は、被疑者の名誉を不当に害しないように注意するとともに、その者

に乗じられ、又は詐術に陥らないように注意すること。

(5) 危険物、証拠品等は、護送勤務者が自ら携行すること。

(6) 護送中は、被疑者に対する接見又は書類若しくは物の授受は、禁止すること。
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(7) ２名以上の被疑者を護送するときは、通謀、接触等を避けるように注意する

こと。

(8) 徒歩により護送するときは、できる限り人込み及び逃亡等の危険のある道路

は避けるとともに、被疑者を先行させること。

(9) 車両により護送するときは、逃走のおそれの少ない場所に被疑者を置くこと。

(10)汽車又は船舶により護送するときは、混雑したものを避け、窓際に被疑者を

置かないこと。

（護送中の仮留置）

第２２６条 警務部隊の長は、被疑者を護送する場合において遠隔地その他の事情

により護送の途中において仮に留置する必要があるときは、出発前に、護送勤務

者に留置の場所を指示しておかなければならない。

２ 護送勤務者は、護送中に被疑者を仮に留置する必要が生じたときは、その旨を

所属の警務部隊の長に報告して行うものとする。前項の指示された場所によりが

たいときもまた同様とする。

３ 護送勤務者は、前２項の規定により、被疑者を仮に留置するに当たつては、警

察又は刑事施設に留置を依頼しなければならない。この場合においては、逮捕状、

逮捕手続書その他被疑者が合法的に身柄を拘束されている者であることを証明す

る資料を呈示しなければならない。

（事故発生の場合の処置）

第２２７条 護送勤務者は、被疑者の護送中に事故が発生したときは、次の各号に

より処置しなければならない。

(1) 被疑者が逃亡したときは、直ちに、もよりの警察及び警務部隊に通報し、そ

の援助を求めるとともにその旨を所属の警務部隊の長に報告すること。

(2) 被疑者が病気になつたとき、又は傷害を受けたときは、応急の処置をとり、

もよりの医官の診断を受けさせ、診断の結果護送を中止する必要があるときは、

すみやかに、所属の警務部隊の長に報告し、その指示を受ける。

(3) 被疑者が自殺その他によつて死亡したときは、医官の検案及び検察官の検視

を求めるとともに、その旨を所属の警務部隊の長に報告し、事後の処置につい

て指示を受けること。

第５款 捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査

（捜索等の実施）

第２２８条 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査を

行うに当たつては、冷静周密に実施し、あらゆる捜査資料を発見入手するように

しなければならない。

２ 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査を行うに当

たつては、事前に被疑者その他の関係者の動静、目的となるべき施設物件等につ

いて十分内偵を行い、証拠隠滅、妨害等のないようにその時期及び方法を定め、

確実にその目的を達するように努めなければならない。
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（捜索等の統制）

第２２９条 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査を

行うに当たつては、捜査主任者の統制の下に各人の分担を定め、組織的にこれを

行わなければならない。

（捜索許可状等の提示）

第２３０条 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え若しくは検証又は身体

検査を行うに当たつては、捜索許可状等又は身体検査令状を処分を受ける者に示

さなければならない。この場合において処分を受ける者が文盲等であるときは、

読み聞かせる等の方法を講ずるものとする。

２ 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつて、処

分を受ける者が不在である等のため、捜索許可状等を示すことができないときは、

立会人に示さなければならない。この場合において、処分を受ける者がその場に

来たとき、又は処分の終了後、処分を受けた者から請求があつたときは、速やか

に、これを示さなければならない。

（捜索等を行う場合の注意）

第２３１条 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査を

行うに当たつては、不当に関係者の権利を侵害し、又はその業務を妨げる等必要

以上に迷惑をかけないように注意しなければなならい。

２ 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、

やむを得ない事由のある場合のほか、建造物、器具等を損壊し、又は書類その他

の物を乱すことのないように注意するとともに、処分を終わつたときは、できる

限り原状に復するように努めなければならない。

３ 警務官等は、自衛隊の施設外において自衛官等又は職員以外の者について捜索、

差押え、記録命令付差押え又は検証を行う必要があるときは、なるべく警察に依

頼するものとする。

（捜索等の立会い）

第２３２条 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査を

行う場合の立会いについては、次に定めるところによらなければならない。

(1) 捜査上支障のない限り、被疑者その他の関係者を立ち会わせること。

(2) 自衛隊の施設内において捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うと

きは、関係の部隊等の長に通知し、立会いを求めること。

(3) 部隊等以外の公務所において捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行

うときは、公務所の長又はこれに代わるべき者に通知し、立会いを求めること。

(4) 前２号に規定する場合のほか、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若し

くは船舶内で捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うときは、住居主、

看守者若しくは船長又はこれに代わるべき者を立ち会わせること。これらの者

に立ち会わせることができないときは、隣人、乗組員又は地方公共団体の職員

を立ち会わせること。
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(5) 女子の身体について、捜索を行うときは、１８歳以上の女子を立ち会わせる

こと。ただし、急速を要し１８歳以上の女子を立ち会わせることができない場

合においては他の警務官等を立ち会わせること。

(6) 女子の身体検査を行うときは、医官又は１８歳以上の女子を立ち会わせるこ

と。

２ 警務官等は、前項第１号および第２号の場合において立会人を得られなかつた

ときは、他の警務官等に立ち会わせることができる。

（逮捕の現場における捜索等）

第２３３条 警務官等は、被疑者又は現行犯人を逮捕するときは、できる限り逮捕

の現場において法第２２０条第１項の規定により捜索、差押え又は検証を行ない、

捜査資料を発見入手するようにしなければならない。

２ 警務官等は、前項の捜索、差押え又は検証を行なう場合において立会人が得ら

れるときは、その立会人を求めるようにしなければならない。

（捜索等の執行中の退去等）

第２３４条 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査を

行うに当たつては、立会人又は特に許可を受けた者以外の者をその場所から退去

させ、又はその出入りを禁止することができる。

（協力要請）

第２３４条の２ 警務官等は、差し押えるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であ

つて、捜索を行うに当たつて必要があるときは、法第２２２条第１項において準

用する法第１１１条の２の規定に基づき、処分を受ける者に対し、電子計算機の

操作その他の必要な協力を求めるものとする。

（捜索等の執行中止の場合の処置）

第２３５条 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行う場合に

おいて、処分を一時中止するときは、看守者を置くか、又はその場所を閉鎖し、

事後の実施に支障のないようにしなければならない。

（捜索調書等の作成）

第２３６条 警務官等は、捜索許可状等又は身体検査令状により捜索、差押え、記

録命令付差押え若しくは検証又は身体検査を行つたときは、捜索調書（甲）（基

本様式第２５号）、差押調書（甲）（基本様式第２９号）、記録命令付差押調書

（基本様式第２９号の２）、捜索差押調書（甲）（基本様式第３１号）若しくは

検証調書（甲）又は身体検査調書（甲）（基本様式第４４号）を作成しなければ

ならない。

２ 警務官等は、捜索許可状等又は身体検査令状によらないで捜索、差押え若しく

は検証又は身体検査を行つたときは、捜索調書（乙）（基本様式第２６号）、被

疑者捜索調書（基本様式第２７号）、差押調書（乙）（基本様式第３０号）、捜

索差押調書（乙）（基本様式第３２号）若しくは検証調書（乙）又は身体検査調

書（乙）（基本様式第４５号）を作成しなければならない。
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３ 警務官等は、前２項に規定する調書を作成するに当たつては、写真、見取図等

を添付し、その状況をできる限り正確、かつ、綿密に記録するように努めなけれ

ばならない。

（捜索許可状等又は身体検査令状を紛失した場合の処置）

第２３７条 警務官等が捜索、差押え、記録命令付差押え若しくは検証又は身体検

査を行つた後捜索許可状等又は身体検査令状を紛失したときの処置については、

第２０２条の規定を準用する。

２ 警務官等は、捜索、差押え、記録命令付差押え若しくは検証又は身体検査を行

つている場合に捜索許可状等又は身体検査令状を紛失したときは、第２０２条の

規定に準じて処置するとともに、その旨を調書に記載して、その状況を明らかに

しておかなければならない。

（捜索物の確実な発見）

第２３８条 警務官等は、捜索を行なうにあたつては、目的物が変形し、又は変質

する等の場合を考慮し、確実にその発見に努めなければならない。

２ 警務官等は、捜索を行なうにあたつては、被疑者その他の関係者の挙動に注意

して、隠匿場所の発見に努める等、徹底して行なわなければならない。

（捜索証明書の交付）

第２３９条 警務官等は、捜索を行つた場合において証拠物又は没収すべき物がな

かつたときは、捜索を受けた者の請求により、捜索証明書（基本様式第２８号）

を交付し、その旨を捜索調書に記載しなければならない。

（差押えの範囲及び取扱い）

第２４０条 警務官等は、差押えを行なうにあたつては、捜査上必要な物を確実に

差し押えることに努めるとともに、その取扱に注意し、汚損等のないようにしな

ければならない。

（公務上の秘密と差押え）

第２４１条 警務官等は、公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物

を差し押える場合において、本人又は当該公務所からその物が職務上の秘密に関

するものである旨の申出があつたときは、すみやかに、警務部隊の長に報告しな

ければならない。

２ 警務部隊の長は、前項の報告を受けたときは、監督官庁の承諾を求めるように

処置しなければならない。

（業務上の秘密と差押え）

第２４２条 警務官等は、医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士、弁理士、公

証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあつた者が業務上委託を受けたため、

保管し、又は所持する物について他人の秘密に関するものとして、差押えを拒ん

だときは、次の各号の１に該当する場合に限り、これを差し押えることができる。

(1) 本人が承諾したとき。

(2) 差押えの拒絶が被疑者のためのみにする権利の濫用と認められるとき（被疑
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者が本人であるときを除く。）

(3) その他裁判所の規則で定める事由があるとき。

（差押え又は記録命令付差押えに緊急を要する場合）

第２４３条 警務官等は、捜索又は差押えを行うに当たつて、他の犯罪に関係があ

ると認められる物を発見した場合において、その物の所有者、所持者又は保管者

から任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちに、その物に対する

差押えのための許可状の発付を請求するとともに、監視者を付してその隠匿又は

散逸を防止する等適宣の処置をとらなければならない。

２ 警務官等は、犯罪に関係があると認められる電磁的記録を発見した場合におい

て、その電磁的記録に係る記録媒体の所有者若しくは保管者又はその電磁的記録

を保管する者その他その電磁的記録を利用する権限を有する者からその電磁的記

録に係る記録媒体又はその電磁的記録を記録若しくは印刷させた記録媒体につい

て任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちに、その電磁的記録に

係る記録媒体に対する差押許可状又はその電磁的記録に対する記録命令付差押許

可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置を

とらなければならない。

（押収品目録等）

第２４４条 警務官等は、差押え、記録命令付差押え、法第２２２条第１項におい

て準用する法第１１０条の２の規定による処分又は記録媒体を警務官等が用意し

た場合による法第２１８条第２項の規定による処分を行つたときは、押収品目録

を作成するとともに、押収品目録交付書を作成し、相手方に交付し、かつ、その

旨を差押調書又は記録命令付差押調書に記載するとともに、その押収品目録交付

書請書（別紙様式第１４号）を提出させなければならない。

（差押物の保管等）

第２４５条 第１６０条から第１６９条までの規定は、差押物の保管、廃棄、換価、

還付、仮還付及び所有権放棄の手続を行なう場合について、準用する。

（交付又は複写の許可）

第２４５条の２ 警務官は、差押物について、法第２２２条第１項において準用す

る法第１２３条第３項の規定による交付又は複写の許可をするときは、警務部隊

の長の指揮を受けて行わなければならない。

２ 前項の交付又は複写の許可をするに当たつては、相手方から交付請書（基本様

式第３７号の２）又は複写電磁的記録請書（基本様式第３７号の３）を提出させ

るものとする。

３ 差押えを受けた者が第１項の交付又は複写の許可を受ける権利を放棄する旨の

意思を表示した場合は、電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければなら

ない。

４ 警務官は、第１項の交付又は複写の許可に関して法第４９９条の２第１項にお

いて準用する法第４９９条第２項の規定による公告をするときは、警務部隊の長
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の指揮を受けて行わなければならない。

（検証の場合の注意）

第２４６条 警務官等は、死体の検証、墳墓の発掘等を行なうにあたつては、礼を

失しないように注意し、できる限り家族その他関係者に通知し、その立ち会いを

得るようにしなければならない。

（鑑識の活用）

第２４７条 警務官等は、検証を行なうにあたつては、必要に応じ警察に依頼し、

鑑識専従者の専門的知識及び技術の援助を受け、検証の目的を達するようにしな

ければならない。

（被疑者の供述の証拠力の確保）

第２４８条 警務官等は、検証をする場合において、被疑者の供述により凶器、盗

品等、被害者の死体等が発見され、その供述が真実であると確認されたときは、

特にその旨を明らかにし、証拠として役立たせるようにしなければならない。

（検証調書記載上の注意）

第２４９条 警務官等は、検証調書を作成するにあたつては第１５４条に準じて作

成するものとする。

（身体検査上の注意）

第２５０条 警務官等は、身体検査を行なうにあたつては、法第２１８条第５項の

規定により裁判官の附した条件を厳格に守るとともに、その者の性別、健康状態

その他の事情を考慮し、名誉を害しないようにしなければならない。

２ 警務官等は、被疑者又は現行犯人を逮捕するにあたつて、逮捕の現場において

検証のため、身体検査を行なうときは、できる限り衆目に触れないようにしなけ

ればならない。

（負傷者の身体の検査）

第２５１条 警務官等は、負傷者の負傷部位について身体検査を行なうときは、そ

の状況を撮影等により明確にし、できる限り短時間で終了するようにしなければ

ならない。

（身体検査の拒否及び過料処分等の請求）

第２５２条 警務官等は、被疑者又は被疑者以外の者が正当な理由がなく、身体検

査を拒んだときは、過料処分等請求書（基本様式第４３号）により、過料処分及

び身体検査の拒絶により生じた費用の賠償命令を地方裁判所又は簡易裁判所に請

求することができる。

２ 警務官等は、前項の過料処分等請求書には、身体検査令状その他の疎明資料を

添付しなければならない。

（令状によらない捜索、差押え又は検証）

第２５３条 警務官等は、被疑者又は現行犯人を逮捕する場合において必要がある

ときは、捜索許可状等によることなく次の処分を行なうことができる。

(1) 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索
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をすること。

(2) 逮捕の現場で差押え、捜索又は検証を行なうこと。

２ 警務官等は、緊急逮捕を行なつた場合において、緊急逮捕状が得られなかつた

ときは、現場で差押えをした物を直ちに還付しなければならない。

第９節 鑑定、通訳及び翻訳

（鑑定の嘱託）

第２５４条 警務部隊の長は、捜査を行なうにあたつて、学識経験者に鑑定を嘱託

するときは、鑑定嘱託書（基本様式第２号）によつて行なわなければならない。

（鑑定処分許可状の請求等）

第２５５条 鑑定のため人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に

入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊するため鑑定

処分許可状を請求する必要があるときは、鑑定処分許可状請求書（基本様式第３

号）により、鑑定処分許可状の発付を受けなければならない。

２ 第１７０条の規定は、鑑定処分許可状の請求について準用する。

３ 警務官は、鑑定処分許可状を鑑定人に交付して、鑑定を行なわせるものとする。

４ 警務官は、鑑定人に鑑定処分許可状を交付するときは鑑定の処分を受ける者に

鑑定処分許可状を示さなければならない旨を告げるものとする。

（鑑定留置状の請求）

第２５６条 被疑者を留置して心神又は身体に関する鑑定のため鑑定留置状を請求

する必要があるときは、鑑定留置請求書（基本様式第４号）により、鑑定留置状

の発付を受けなければならない。

２ 第１７０条の規定は、鑑定留置状の請求について準用する。

３ 警務官は、鑑定留置状に基づき、鑑定留置状記載の場所に被疑者を留置して鑑

定を行なわせるものとする。

４ 警務官は、鑑定留置期間を延長し又は短縮する必要があると認めるときは鑑定

留置期間延長（短縮）請求書（基本様式第５号）により、鑑定留置期間延長（短

縮）許可状の発付を受けなければならない。

（鑑定人に対する便宜供与）

第２５７条 警務官等は、鑑定人に対し、できる限り便宜を供与して迅速正確に鑑

定が行なえるように努めなければならない。

２ 警務官等は、鑑定のため必要があるときは、鑑定人に書類及び証拠物の閲覧若

しくは謄写をさせ、被疑者その他の関係者の取調べに立ち会わせ、又はこれらの

者に対して質問させることができる。

（鑑定の立ち会い）

第２５８条 警務官等は、なるべく鑑定の処分に立ち会い、証拠の収集その他捜査

の参考となるべき事実の発見に努めなければならない。ただし、鑑定の方法に干

渉してはならない。

（鑑定にあたつての注意）
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第２５９条 警務官等は、鑑定人が墳墓を発掘し、又は死体を解剖するときは、礼

を失しないように注意するとともに、できる限り家族その他の関係者に通知しな

ければならない。

（鑑定資料送付の注意）

第２６０条 警務官等は、鑑定のため捜査資料を送付するにあたつては、変質、変

形、消滅、散逸、混合等のことがないように注意し、郵送の場合にはその外装、

容器等について細心の注意を払い、特に必要があると認めるときは使者に携行さ

せる等の方法を講じなければならない。

（令状によらない検証の場合の鑑定）

第２６１条 警務官等は、法第２２０条第１項の規定により検証を行なうにあたり

人の権利を侵害するおそれのある鑑定処分を必要とするときは、その処分を受け

る者の書面による承諾を得て行なうようにしなければならない。

（鑑定書）

第２６２条 警務官等は、鑑定を嘱託したときは、鑑定人から鑑定の年月日時、場

所、経過及び結果を関係者が容易に理解できるように簡潔に記載した鑑定書を提

出させなければならない。

２ 警務官等は、鑑定者の記載に不明又は不備の点があるときは、これを補充する

書面を提出させ、鑑定書に添付しなければならない。

（通訳及び翻訳）

第２６３条 警務官等は、国語に通じない者、耳の聞こえない者若しくは口のきけ

ない者を取り調べる場合において、通訳人に通訳させる必要があるとき、又は国

語でない文字若しくは符号を解読する場合において、翻訳人に翻訳させる必要が

あるときは、警務部隊の長の指揮を受け、鑑定の嘱託の手続に準じて通訳又は翻

訳させなければならない。

（通訳をさせて取調べた場合の供述調書等）

第２６４条 警務官等は、被疑者その他の者を取り調べる場合において通訳させて

取り調べを行い、供述調書を作成したときは、通訳をさせて取り調べた旨及び通

訳をして読み聞かせた旨を供述調書に記載し、通訳人の署名押印を求めるものと

する。

２ 警務官等は、翻訳をさせたときは、翻訳文を記載した書面に翻訳人の署名押印

を求めるものとする。

第４章 取調べ

第１節 供述の任意性

（取調べ）

第２６５条 警務官等は、取調べにあたつては被疑者その他の関係者の任意の供述

により事件の真相を明らかにするように努めなければならない。

（任意性の確保）

第２６６条 警務官等は、取調べを行なうにあたつては強制、拷問又は脅迫による
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供述その他任意になされたものでない疑いのある供述は証拠とならないことを考

慮し、供述の任意性について疑われるような方法を用いてはならない。

２ 警務官等は、精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たつては、その

者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、

供述の任意性に疑念が生じることのないように、その障害の程度等を踏まえ、適

切な方法を用いなければならない。

（自己の意思に反して供述をする必要がない旨の告知）

第２６７条 警務官等は、被疑者の取調べに当たっては、被疑者に対し、あらかじ

め、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を必ず告げなければならない。

取調べの途中において取調べを行う警務官等が交代したとき、相当期間中断した

後再び取調べを開始するとき、又は同一の被疑者に対して異なった被疑事実につ

いて取調べを行うときにおいてもまた同様とする。

第２節 取調べ上の一般的注意

（自由な供述）

第２６８条 警務官等は、取調べを行なうにあたつては、取調べを受ける者に有利

な供述又は弁解であつても、みだりに妨げることなく、十分にその意をつくして

供述をさせるようにしなければならない。

（心理的威圧の禁止）

第２６９条 警務官等は、取調べを行なうにあたつては、みだりに大声を発し、又

は長期間にわたり身柄を拘束する旨を告げる等、取調べを受ける者に対して、不

当に心理的威圧を加えてはならない。

（誘導的取調べの禁止）

第２７０条 警務官等は、取調べにあたつては、取調べを受ける者に対し、自己が

期待し、又は希望する供述を示させることにより、誘導し、その代償として利益

を供与すべきことを約束し、その他供述の真実性を失なわせるおそれのある方法

を用いてはならない。

（深夜又は長時間の取調べ）

第２７１条 警務官等は、取調べに当たつては、やむを得ない理由がある場合のほ

か、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。この場合にお

いて、午後１０時から午前５時までの間に、又は１日につき８時間を超えて、被

疑者の取調べを行うときは、所属の警務部隊の長の承認を受けなければならない。

第３節 取調べの態度

（取調べの心構え）

第２７２条 警務官等は、取調べにあたつては、道理をもつて非違をつき、条理を

つくして良心に訴える等の態度で臨み、個個の供述にとらわれることなく、総合

的に判断して事案の真相を明らかにしなければならない。

（取調べの環境）

第２７３条 警務官等は、取調べにあたつては、外界の事物にわずらわされないよ
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うに場所及び時期を考え、取調べ中には、不必要な者の出入を禁止する等の処置

により取調べに支障のないようにしなければならない。

（取調べの態度）

第２７４条 警務官等は、取調べにあたつては、言語を慎み、態度を厳正にし、冷

静を保つて感情に走らないようにしなければならない。

２ 警務官等は、取調べにあたつては、特に階級意識をもつて相手を威圧し、又は

これにあゆ迎合するような態度をとつてはならない。

（取調べにあたつての配慮）

第２７５条 警務官等は、取調べにあたつては、相手方の階級、地位、年令、性別

等を考慮し、礼を失しないようにしなければならない。

（平易な用語の使用）

第２７６条 警務官等は、取調べにあたつては、できる限り法律用語その他難解な

言葉を避け、簡単平易な言葉を用い、相手方が容易に質問の趣旨を理解できるよ

うにしなければならない。

（動静の注視）

第２７７条 警務官等は、取調べにあたつては、相手方を観察できるように席の配

置を考慮し、絶えず相手方の挙動を観察して、新たな捜査資料の発見に努めると

ともに、逃亡、自殺等危険の防止に努めなければならない。

第４節 取調べ要領

（供述の矛盾の解明）

第２７８条 警務官等は、取調べにあたつては、特に供述の矛盾又は変化に注意し、

これを端緒として犯罪事実の核心を解明するように努めなければならない。

２ 警務官等は、取調べにあたつては、取調べを受ける者の供述が真相と異なると

認められるときには、その供述がなぜなされたかを解明し、真相を追求するよう

にしなければならない。

（取調べの焦点）

第２７９条 警務官等は、取調べにあたつては、犯意、着手の方法、実行行為の態

様、未遂既遂の別、共謀の事実等犯罪構成に関する事項について、できる限り詳

細に供述させ、記録するようにしなければならない。

（余罪の発見）

第２８０条 警務官等は、取調べに当たつて余罪があると認められるときは、関係

の警務部隊の長又は警察に手口、指掌紋等所要の事項を照会し、その発見に努め

なければならない。

（取調べの方法）

第２８１条 警務官等は、取調べにあたつては、相手方に有利な事実の供述から始

めさせ、逐次犯罪事実の核心に及ぶように仕向け、その目的を達するようにしな

ければならない。

（共犯者の取調べ）
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第２８２条 警務官等は、共犯者の取調べにあたつては、できる限り各人別に行な

つて、その通謀を防ぎ、かつ、みだりに供述の符合を図ることのないように注意

しなければならない。

（証拠品の呈示）

第２８３条 警務官等は、取調べにあたつて、相手方に証拠物を示すときは、その

時期及び方法を誤らないようにし、その際における供述を調書に記録しておかな

ければならない。

（臨床の取調べ）

第２８４条 警務官等は、臨床の取調べにあたつては、相手方の健康状態に十分の

考慮を払うとともに、捜査に重大な支障のない限り、家族、医官その他適当な者

を立ち会わせるようにしなければならない。その場合において、相手方が被害者

で生命に危険のあるときは、まず救護を加え、犯人の氏名、特徴等事後の捜査に

特に必要な事項について供述を得ておくようにしなければならない。

第２８５条 削除

（裏付捜査）

第２８６条 警務官等は、取調べを受ける者から供述がなされたときは、直ちにそ

の裏付捜査を行ない、物的証拠、状況証拠その他必要な証拠資料を収集するよう

に努めなければならない。

（伝聞供述の排除）

第２８７条 警務官等は、取調べを受ける者の供述の内容が伝聞にわたるものであ

るときは、直接本人についてその事実の取調べをするように努めなければならな

い。

（取調べの速記録音）

第２８８条 警務官等は、取調べに当たっては、速記者に供述を速記させ、又は録

音装置を使用して録取することができる。

２ 警務官等は、前項の規定により、録音装置を使用して供述を録取するときは、

次の処置をしなければならない。

⑴ あらかじめ取調べを受ける者に録音をする旨を告げ、その承諾を得ること。

⑵ 録音するに当たり、取調べを受ける者が録音することに承諾をした旨の供述を

得て、最初これを録音しておくこと。

⑶ 録音を終了した記録媒体に封印をし、これに供述を録取した者が押印しておく

こと。

（取調べ等の録音・録画）

第２８８条の２ 次の各号のいずれかに掲げる事件について、逮捕若しくは勾留さ

れている被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、

法第３０１条の２第４項各号のいずれかに該当する場合を除き、取調べ等の録音

・録画（取調べ又は弁解の機会における被疑者の供述及びその状況を録音及び録

画を同時に行う方法により記録媒体に記録することをいう。次項及び次条におい
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て同じ。）をしなければならない。

⑴ 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件

⑵ 短期１年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であつて故意の犯罪行為によ

り被害者を死亡させたものに係る事件

２ 逮捕又は勾留されている被疑者が精神に障害を有する場合であつて、その被疑

者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、必要に応じ、

取調べ等の録音・録画をするよう努めなければならない。

（録音・録画状況報告書）

第２８８条の３ 取調べ等の録音・録画をしたときは、速やかに録音・録画状況報

告書（別紙様式第１４号の２）を作成しなければならない。

第５節 証人尋問の請求の連絡

（法第２２６条の証人尋問の請求の連絡）

第２８９条 警務官等は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らか

に認められる被疑者以外の者を取り調べる必要がある場合において、その者が任

意の出頭又は供述を拒んだときは、法第２２６条の規定による証人尋問が行なわ

れるように検察官に連絡しなければならない。

（法第２２７条の証人尋問の請求の連絡）

第２９０条 警務官等は、取調べに対して任意の供述をした被疑者以外の者が公判

期日において圧迫を受け、前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、

その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められるときは、法第２２

７条の規定による証人尋問が行なわれるように検察官に連絡しなければならない。

（証人尋問の請求についての連絡方法）

第２９１条 警務官等は、前２条の規定により検察官に連絡を行なうときは、証人

尋問請求方連絡書（基本様式第１０号）に法第２２６条又は法第２２７条に規定

する事由があることを明らかにする資料を添えて行なうものとする。この場合に

おいて証明すべき事実及び尋問すべき事項については、特に具体的かつ明瞭に記

載しなければならない。

第６節 供述調書等

第１款 供述調書

（供述調書の作成）

第２９２条 警務官等は、被疑者その他の関係者の取調べを行なつたときは、特に

必要がないと認めるときを除き供述調書（基本様式第８号又は第９号）を作成し

なければならない。

２ 警務官等は、前項の供述調書の内容が複雑であり、又は専門的技術若しくは学

術等に関するものであるときは、別に供述の内容についての書類を提出させるよ

うにしなければならない。

（供述調書の記載事項）

第２９３条 警務官等は、被疑者の供述調書については、おおむね次の事項を明ら
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かにしておかなければな

らない。

(1) 氏名、年令（生年月日）、本籍（被疑者が外国人であるときは、その国籍及

び登録番号、外国軍人であるときは、所属、階級及び認識番号）、住居、出生

地及び職業（被疑者が自衛官等又は職員であるときは、所属、階級（級）及び

認識番号）

(2) 旧氏名、偽名、通称又はあだ名

(3) 位階、勲章、褒章、記章、恩給又は年金の有無（もしあるときは、その種類

及び等級）

(4) 前科（保護処分を含む。）の有無（もしあるときは、罪名、刑名、刑期、罰

金又は科料の金額、刑の執行猶予、犯罪事実の概要裁判所及び裁判の年月日）

(5) 起訴猶予又は微罪処分の有無

(6) 現に他の捜査機関において捜査中の事件の有無（もしあるときは罪名、犯罪

事実の概要及びその捜査機関名）

(7) 現に裁判に係属中の事件の有無

(8) 自衛官等又は職員である者については自衛隊における懲戒処分の有無（もし

あるときは、規律違反事実の概要及び懲戒処分の内容、懲戒処分を行なつた者

及びその年月日）

(9) 経歴、境遇、家族関係、資産、生活状態及び交友関係

(10)被害者との親族関係又は同居関係の有無

(11)犯罪の年月日時、場所、方法、動機又は原因、犯行の状況及び目的並びに被

害の状況及び犯行後の行動

(12)盗品等に関する罪の被疑者については、本犯と親族又は同居の関係の有無

（もし親族関係があるときは、その続柄）

(13)未成年者、成年被後見人又は被保佐人であるときは、その法定代理人又は保

佐人の有無（もしあるときは、その氏名及び住居）

２ 警務官等は、参考人の供述調書については、前項の規定に準じ、捜査上必要な

事項を明らかにするとともに、被疑者との関係をも記載しておかなければならな

い。

（供述調書作成上の一般的注意）

第２９４条 警務官等は、供述調書の作成に当たつては、次の事項に注意をしなけ

ればならない。

(1) ありのままを分かりやすく真実を失わないように記載し、不必要な重複又は

冗長な記載は避けること。

(2) 文飾を用いることなく、簡明平易に、かつ、読み易い文字で記載すること。

(3) 犯意、着手の方法、実行行為の態様、未遂既遂の別、共謀の事実等犯罪構成

に関する事項については、特に明確に記載するとともに、事件の性質に応じて

必要と認められる場合には、主題ごと又は場面ごとの供述調書を作成するなど
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工夫を行うこと。

(4) 必要に応じ問答の形式をとり、又は供述する際の態度を記入する等供述の内

容のみならず、供述がされたときの状況をも明らかにすること。

(5) 写実的に記載することが必要な言辞、略語、方言、隠語等は、そのままの言

葉で記載し、適当な注を附しておくこと。

(6) 人名、地名等で読みがたいものには、振りがなをつけること。

(7) 推測又は誇張して記載しないこと。

(8) 複雑な事項については、適宣、項を別にし、順序正しく記載し、一読して事

実関係が判明するようにすること。

（供述調書作成の一般形式）

第２９５条 警務官等は、供述調書の作成に当たつては、法第１９８条第４項及び

第５項に規定する処置を行ない、その旨を調書の末尾に記載するとともに、供述

調書に作成年月日を記載し所属、司法警察員又は司法巡査の別及び階級を表示し

て署名押印しなければならない。この場合において、派遣等の表示は、「警務部

隊に応援派遣された」を所属警務部隊名の上に附記するものとする。

２ 供述調書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

３ 警務官等は、被疑者の供述について調書（基本様式による調書に限る。以下こ

の項において同じ。）を作成する場合において、被疑者が調書の毎葉の記載内容

を確認したときは、それを証するため、調書毎葉の欄外に署名又は押印を求める

ものとする。

（代書による供述調書）

第２９６条 供述調書は、取り調べを行なつた警務官等が自ら作成するものとする。

ただし、やむを得ない場合には、他の警務官等を代書者として補助させることが

できる。この場合において、代書をした警務官等は、その旨を附記して作成者の

次に署名押印しなければならない。

（供述調書の訂正）

第２９７条 警務官等は、供述調書を作成するに当たつては、文字を改変してはな

らない。文字を加え、又は削るときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分

に押印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるよ

うに字体を残さなければならない。

（立会人の署名押印）

第２９８条 警務官等は、取り調べにあたつて他の者を立ち会わせたときは、供述

調書に立会人の署名押印を求めるものとする。

（署名押印ができない場合の処置）

第２９９条 警務官等は、供述をした者が供述調書に署名押印すべき場合において

署名することができないときは、自ら代書し又は他の警務官等に代書させ供述を

した者に押印させなければならない。この場合において、代書した警務官等は、

その代書をした理由を記載し、署名、押印しなければならない。
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２ 警務官等は、供述をした者が印章を所持しないため供述調書に押印できないと

きは、左手示指により指印させるものとする。

（署名押印を拒否した場合の処置）

第３００条 警務官等は、供述調書の作成にあたつて供述をした者が署名又は押印

することを拒否したときは、その供述をした者が署名すべき個所の次にその旨を

記載し、署名押印しておかなければならない。

第２款 その他の供述書

（上申書等）

第３０１条 警務官等は、取調べを行なつた場合において必要に応じ上申書、始末

書、答申書、手記等の供述書を提出させることができる。

２ 警務官等は、前項の規定による供述書をもつて第２９２条第１項の供述調書に

代えることができる。

３ 警務官等は、第１項の規定により提出された供述書が他人に代書させたもので

あるときは、次の事項を確かめなければならない。

(1) 代書させた理由の記載の有無

(2) 代書した者が本人に読み聞かせ、かつ、本人が誤りのないことを申し立てた

旨の記載の有無

(3) 本人及び代書をした者の署名押印の有無

(4) 作成年月日及び毎葉の作成者の契印の有無

（供述書の補正等）

第３０２条 警務官等は被疑者その他の関係者が供述書を提出した場合においても

必要があると認めるときは、供述調書を作成し、又は他の供述書をもつて補正さ

せるようにしなければならない。

第３款 取調べ状況報告書等

第３０２条の２ 警務官等は、被疑者又は被告人を取調べ室又はこれに準ずる場所

において取調べを行つたとき（当該取調べに係る事件が、第３２５条の規定によ

り送致しない事件と認められる場合を除く。）は、当該取調べを行つた日（当該

日の翌日の午前零時以降まで継続して取調べを行つたときは、当該翌日の午前零

時から当該取調べが終了するまでの時間を含む。次項において同じ。）ごとに、

速やかに取調べ状況報告書（別紙様式第１４号の２の２）を作成しなければなら

ない。

２ 警務官等は、前項の場合において、逮捕又は勾留（少年法（昭和２３年法律第

１６８号）第４３条第１項の規定による請求に基づく同法第１７条第１項の措置

を含む。）により身柄を拘束されている被疑者又は被告人について、当該逮捕又

は勾留の理由となつている犯罪事実以外の犯罪に係る被疑者の供述調書を作成し

たときは、取調べ状況報告書に加え、当該取調べを行つた日ごとに、速やかに余

罪関係報告書（別紙様式第１４号の３）を作成しなければならない。

３ 取調べ状況報告書及び余罪関係報告書を作成した場合において、被疑者又は被
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告人がその記載内容を確認したときは、それを証するため当該取調べ状況報告書

及び余罪関係報告書の確認欄に署名押印をもとめるものとする。

４ 第２９９条及び第３００条の規定は、前項の署名押印について準用する。この

場合において、第３００条中「その旨」とあるのは、「その旨及び理由」と読み

替えるものとする。

第４款 取調べ室の構造及び設備の基準

第３０２条の３ 取調べ室は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならな

い。

(1) 扉を片側内開きとするなど被疑者の逃亡及び自殺その他の事故の防止に適当

な構造及び設備を有すること。

(2) 外部から取調べ室内が容易に望見されないような構造及び設備を有すること。

(3) 透視鏡を備え付けるなど取調べ状況の把握のため構造及び設備を有すること。

(4) 適当な換気、照明及び防音のための設備を設けるなど適切な環境で被疑者が

取調べを受けることができる構造及び設備を有すること。

(5) 取調べを行う警務官、被疑者その他関係者の数及び必要な設備に応じた適当

な広さであること。

第５章 鑑識

（鑑識に対する警務部隊の長の責任）

第３０３条 警務部隊の長は、捜査を行なうにあたつては、常に鑑識を全面的に活

用し、捜査方法を合理化するように努めるとともに、平素から鑑識に従事する者

の活動分担を定め、鑑識に関する教育を実施しておかなければならない。

（鑑識に従事する者の責任）

第３０４条 警務官等のうち鑑識に従事する者は、捜査組織の重要な一員であるこ

とを自覚し、捜査中において発見し、又は知得した事項について捜査会議等にお

いて積極的に意見を述べるようにしなければならない。

（鑑識用器材の整備）

第３０５条 警務部隊の長は、次の各号の鑑識用器材を常に整備し、何時でも活動

を開始できるようにしておかなければならない。

(1) 写真器材

(2) 指掌紋採取用具

(3) 足跡その他のこん跡採取用具

(4) 証拠品採取用具

(5) 製図用具

(6) 記録用具

(7) 照明用具

(8) その他鑑識上必要な用具

（鑑識実施上の注意）

第３０６条 警務官等は、鑑識を行なうにあたつては、先入観にとらわれることな
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く、周密微細に観察し、鑑識の対象となつた捜査資料が公判審理において証明力

を保持しうるように処置しておかなければならない。

（鑑識上留意すべき事項）

第３０７条 警務官等は、鑑識を行なうにあたつては、犯罪発生の日時、天候、場

所の状況、被害者及び被疑者の犯行時の状況等について留意し、判断を誤らない

ようにしなければならない。

（警察に対する鑑識の依頼）

第３０８条 警務部隊の長は、捜査資料について高度の鑑識を必要とするときは、

捜査資料を添えて警察の犯罪鑑識機関に依頼することができる。

（資料の送付）

第３０９条 警務部隊の長は、捜査資料として入手し、鑑識を行つたもののうち、

指掌紋、手口、写真、偽造通貨、銃器弾丸等の鑑識資料は警察庁の犯罪鑑識機関

に送付するものとする。

第６章 捜査事件の処理

第１節 事件の送致又は送付

（事件の送致）

第３１０条 警務部隊の長は、捜査を行なつたときは、すみやかに、書類及び証拠

物とともに事件を検察官に送致しなければならない。ただし、検察官が指定した

事件についてはこの限りでない。

（事件の送付）

第３１１条 警務部隊の長は、告訴、告発又は自首を受けたときは、すみやかに捜

査を行ない、その結果告訴、告発又は自首に係る事件の事実のないとき、又はそ

の事実が罪とならないときであつても、書類及び証拠物とともに事件を検察官に

送付するものとする。

２ 警務部隊の長は、告訴又は告発により捜査を行なつた事件については、送付前

に告訴又は告発の取消しがあつたときにおいても、関係書類及び証拠物をその取

消しについての書類とともに検察官に送付しなければならない。

（送致（付）書）

第３１２条 警務部隊の長は、事件を検察官に送致（付）するときは、送致（付）

書（基本様式第５３号）を作成しなければならない。

（送致（付））

第３１３条 事件の送致（付）は、警務部隊の長の名をもつて行なうものとする。

（部隊等への通報等）

第３１４条 警務部隊の長は、自衛官等又は職員について捜査した事件を送致

（付）したときは、速やかに、所属する部隊等の長に対し、その氏名、階級

（級）、罪名、犯罪事実の要旨及び送致（付）した年月日を通報しなければなら

ない。

２ 警務部隊の長は、捜査した事件を送致したときは、その旨を速やかに順序を経
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て上級の警務部隊の長に報告し、最上級の警務部隊の長は、当該幕僚長を通じて

その旨を防衛大臣に報告しなければならない。

（送致の時期）

第３１５条 警務部隊の長は、被疑者を逮捕して捜査したときは、逮捕したときか

ら４８時間以内に書類及び証拠物とともに身柄を検察官に送致しなければならな

い。

２ 警務部隊の長は、被疑者を逮捕して捜査した場合その身柄を４８時間以内に釈

放したときは、その事件の捜査が終了した後書類及び証拠物を送致しなければな

らない。

３ 警務部隊の長は、事件を送致する場合において時間の制限に従うことができな

かつたときは、第２０４条の遅延事由報告書を添付しなければならない。

（送致（付）書記載上の注意）

第３１６条 送致（付）書を作成するに当たっては、次の事項に注意しなければな

らない。

(1) 「逮捕の年月日時」欄の記載は、逮捕手続書又は逮捕状の各該当欄記載の年

月日時を記載すること。

(2) 「犯罪発覚の端緒」欄は、たとえば「何某の告発による」「警務官何某によ

る聞き込みによる」「自首による」等簡明に記載すること。

(3) 「関連する事件につき被疑者の氏名、逃走中、取調べ中、送致、未送致の別、

送致年月日時」欄は、該当する事項がないときは空欄としておくこと。

(4) 「犯罪事実」欄には、犯罪の構成要件を順序よく記載し、必要があるときは、

別紙又は表を用いること。

(5) 「犯罪の情状」欄には、犯罪の情状及び送致（付）者の意見（告訴又は告発

に係る事件について犯罪が成立しないと思料されるときはその理由）を記載す

ること。

（証拠金品総目録）

第３１７条 事件を送致（付）するに当たつては、次の事項に注意して証拠金品総

目録（基本様式第５１号）を作成しなければならない。

(1) 証拠金品総目録には、検察官に保管転換する押収物のほか、警務官が仮還付

した押収物についても記載すること。ただし、後者の場合には警務隊備考欄に

「仮還付」の旨を附記すること。

(2) 「符号」欄には、押収物の整理番号を番号順に記載すること。

（送致（付）記録をとじる順序）

第３１８条 送致（付）記録は、概ね次の順序によつてつづり、逮捕状、遅延事由

報告書及び処分結果通知書（別紙様式第１５号）は送致記録の末尾に添付するも

のとする。

(1) 送致（付）書

(2) 証拠金品総目録
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(3) 書類目録（基本様式第５２号）

(4) その他の書類（受付又は作成の順序によるものとする。）

２ 丁数は、順序を追い、書類の右上の欄外に算用数字を用いて記入し、かつ書類

目録の丁数欄に各書類の初丁の数字を記入するものとする。

（余罪の追送）

第３１９条 警務部隊の長は、事件を送致（付）した後において、余罪又は新たな

事実及び証拠を発見したときは、検察官に連絡するとともに速やかに必要な捜査

を行い、追送致（付）書（基本様式第５４号）又は関係書類追送書（基本様式第

５７号）を作成して追送しなければならない。

第２節 事件の引継ぎ、捜査中止事件及び未検挙事件の処置

（事件の引継ぎ等）

第３２０条 警務部隊の長は、他の警務部隊又は他の捜査機関に事件を引き継ぎ又

は被疑者を引き渡すときは、被疑者引渡（事件引継）書（別紙様式第１６号）を

作成して行ない、証拠物件のみを引き渡すときは、証拠物件引渡書（別紙様式第

１７号）を作成して行うものとする。

（捜査中止事件の処理）

第３２１条 警務部隊の長は、捜査中の事件について被疑者の死亡その他の事由に

より捜査を中止したときは、すみやかに、書類及び証拠物とともに事件を検察官

に送致（付）しなければならない。

（未検挙事件の捜査）

第３２２条 警務部隊の長は、未検挙事件については、常に捜査計画に検討を加え

捜査を継続し、事件の解決に努めなければならない。この場合において、重要な

未検挙事件については、その概要及び捜査経過を検察官に連絡するものとする。

（未検挙事件記録の作成及び保存）

第３２３条 警務部隊の長は、未検挙事件については、適宜捜査書類を取りまとめ、

捜査の経過及び証拠等を明確にし、保存しておかなければならない。

第３節 微罪処分

（微罪処分）

第３２４条 警務部隊の長は、犯罪事実が極めて軽微である事件について検察官か

ら送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致し

ないことができる。

（微罪処分の際の処置）

第３２５条 警務部隊の長は、前条の規定により事件を送致しないときは、次の処

置をとらなければならない。

(1) 被疑者に対して懇切に説諭を行ない、将来を戒め、要すれば再び犯行を繰り

返さない旨の誓約書等をとること。

(2) 被疑者が自衛官等又は職員であるときは、所属部隊等の長に通知すること。

（微罪処分の報告）
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第３２６条 警務部隊の長は、第３２４条の規定により送致しない事件については、

検察官の指示するところにより事件記録及び書類を作成し、検察官に報告するも

のとする。

第７章 捜査書類の作成

第１節 捜査書類作成上の注意

（書類作成の原則）

第３２７条 警務官等は、捜査上必要な書類を作成するにあたつては、事実をあり

のままに、かつ、明瞭に表現し、推測誇張又は冗長にわたる記述は避けなければ

ならない。

（作成上の注意）

第３２８条 警務官等は、捜査上必要な書類を作成するに当たつては、次の各号に

よらなければならない。

(1) 平易簡潔な文章を用い、文飾を避け、固有名詞又は専門的術語等のほかは当

用漢字を用いること。

(2) 墨又はインクその他文字が容易に消滅しないものを使用し、文字は読みやす

く書くこと。

(3) 書類は特に定められたもののほかは、横書をもつて作成すること。

(4) 書類（裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに

類する訴訟行為に関する書類を除く。）には、毎葉に契印すること。

(5) 書類の余白又は空白には斜線を引き、押印すること。

（署名押印等）

第３２９条 警務官等は、その作成する書類には、特に定めのあるものを除き、年

月日、所属、司法警察員又は司法巡査の別及び階級を表示し、署名押印しなけれ

ばならない。

２ 前項の押印は、原則として認印をもつて行なうものとする。

（写の作成）

第３３０条 警務官等は、送致（付）した事件については、できる限りその写を作

成し、保存しておくものとする。

（警務官等の代書）

第３３１条 警務官等は、この訓令に特別の定めのある場合のほか、代書を行なわ

ないようにしなければならない。やむを得ない事由により代書したときは第２９

６条に準じて処置を行なうものとする。

第２節 書類の受理及び簿冊

（書類の受理）

第３３２条 警務官等は、捜査上必要な書類を受理したときは、直ちに書類の欄外

その他適当な箇所に受理の年月日を記入し、特に必要があると認めるものについ

ては、その時刻を記入するものとする。

（簿冊）
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第３３３条 警務部隊の長は、次の簿冊を備えておかなければならない。

(1) 事件簿（別紙様式第２３号）

(2) 呼出簿（別紙様式第１８号）

(3) 令状請求簿（別紙様式第３号）

(4) 手配依頼簿（別紙様式第１９号）

(5) 盗品等手配原簿（別紙様式第４号）

(6) 証拠物件保管簿（別紙様式第２０号）

(7) 捜査指揮（伺）簿（別紙様式第２４号）

２ 最上級の警務部隊の長は、前各号に掲げるもののほか、必要な簿冊を備えさせ

ることができる。

第８章 少年事件の手続に関する特則

（少年の刑事事件を取り扱う態度）

第３３４条 警務官等は、少年（２０才に満たない者をいう。以下同じ。）の刑事

事件の取扱にあたつては、特別の措置が講ぜられていることに留意し、特に慎重

を期するようにしなければならない。

（強制処分に関する注意）

第３３５条 警務官等は、被疑者が少年であるときは、なるべく身体の拘束を避け、

任意の取調べをするようにしなければならない。

（取調べに関する注意）

第３３６条 警務官等は、少年の取調べに当たっては、少年の特性に鑑み、特に他

人の耳目に触れないようにし、取調べの言動等については、温情と理解をもって

当たり、その心情を傷つけないように注意しなければならない。

（留置又は護送に関する注意）

第３３７条 警務官等は、少年を留置し、又は護送するにあたつては、他の被疑者

と分離して行なうようにしなければならない。

（年令の確認及び身元の調査）

第３３８条 警務官等は、少年の取調べにあたつては、すみやかに、その年令を確

かめ、特に必要があるときは、戸籍謄本又は抄本等により身元を確かめなければ

ならない。

（少年身元調査書の作成）

第３３９条 警務官等は、少年の刑事事件を取り扱うに当たつては、犯罪の原因、

動機及びその性質素行、服務状況、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関

係等を調査し、少年身上調査書（別紙様式第２１号）を作成しなければならない。

（検察官への送致又は送付）

第３４０条 警務部隊の長は、少年の犯した罪が禁錮以上の刑に当たるときは、検

察官に送致（付）しなければならない。ただし、当該少年が特定少年（１８歳以

上の少年をいう。以下同じ。）であるときは、刑の軽重にかかわらず、検察官に

送致（付）しなければならない。
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２ 警務部隊の長は、前項の規定により事件を送致（付）するときは、少年事件送

致（付）書（基本様式第５５号）を作成し、少年身上調査書その他の関係書類及

び証拠物を添付するものとする。

（家庭裁判所への送致）

第３４１条 警務部隊の長は、少年（特定少年を除く。）の犯した罪が罰金以下の

刑に当たるときは、家庭裁判所に送致しなければならない。

（送致先が競合する場合の送致（付））

第３４２条 警務部隊の長は、少年（特定少年を除く。）につき、罰金以下の刑に

当たる罪と禁錮以上の刑に当たる罪があるときは、事件を一括して検察官に送致

（付）するものとする。

（関連事件の送致（付））

第３４３条 警務部隊の長は、他の被疑者に係る事件と関連する少年事件の送致

（付）については、次の各号によるものとする。

(1) 少年事件が少年事件以外の事件（以下「非少年事件」という。）と関連する

場合において、これらを共に検察官に送致（付）するときは、各別の記録とし

て送致（付）すること。ただし、少年事件に関する書類が非少年事件について

も必要であるときはその謄本を添付すること。

(2) 数個の少年事件が関連する場合において、これらをともに検察官に送致

（付）するときは、各別の記録とすることを要しないこと。

(3) 少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、その一方を

検察官に送致（付）し、他方を家庭裁判所に送致する場合において、一方の事

件に関する書類が他方の事件についても、必要であるときは検察官に送致

（付）する事件の記録に、他の事件に関する書類の謄本を添付すること。

（共通証拠物の取扱い）

第３４４条 警務部隊の長は、少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事

件が関連し、これらを各別に送致（付）する場合において、共通の証拠物がある

ときは、次の各号によるものとする。

(1) 少年事件と非少年事件とが関連するときは、非少年事件と共に送致（付）す

るものとし、少年事件の記録にこの旨を記載すること。

(2) 数個の少年事件のみが関連するときは、検察官へ送致（付）する事件に証拠

物を添付するものとし、家庭裁判所に送致する事件の記録にこの旨を記載する

こと。

（軽微な事件の処理）

第３４５条 警務部隊の長は、少年事件について、次の各号の１に該当しないもの

であつてその犯罪事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、その少年の性

格、行状、環境、家庭の状況等から刑罰又は保護処分を必要としないと明らかに

認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについて

は、事件ごとに送致（付）書を作成し、毎月一括して検察官に送致（付）し、又
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は家庭裁判所に送致することができる。

(1) 被疑事実が２以上あるもの

(2) 再び罪を犯すおそれがあると認められるもの

(3) かつて罪を犯したもの

２ 前項により処理した少年については、少年身上調査書を作成することを要しな

い。

３ 警務部隊の長は、第１項に規定する処理を行なうにあたつては、第３２５条に

規定する処置をとらなければならない。

（少年自衛官等以外の少年事件の処理）

第３４６条 警務部隊の長は、少年である自衛官等又は職員以外の少年の刑事事件

については、事件の処理を警察に引き継ぐものとする。ただし、少年である自衛

官等又は職員の刑事事件と関連して捜査を行なう必要があるときは、この限りで

ない。

第３４７条及び第３４８条 削除

第９章 国際連合の軍隊及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等の犯した罪

（逮捕した場合の処理）

第３４９条 警務部隊の長は、逮捕された者が国際連合の軍隊の構成員及び軍属

（日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

（昭和２９年法律１５１号）第１条第４項及び第５項に規定する者をいう。）又

はアメリカ合衆国軍隊の構成員及び軍属（日本国とアメリカ合衆国との間の相互

協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国

軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法（昭和２７年法律第１３８号）

第１条第３項に規定する者をいう。）であり、かつ、その者の犯した罪が次の各

号の１に該当すると明らかに認められるときは、すみやかに、その者を当該国際

連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊に引き渡さなければならない。

(1) もつぱら当該国際連合の軍隊の派遣国又はアメリカ合衆国の財産又は安全の

みに対する罪

(2) もつぱら当該国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊の他の構成員若しくは

軍属又はこれらの者の家族の身体若しくは財産のみに対する罪

(3) 公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪

２ 警務部隊の長は、前項の規定により被疑者を国際連合の軍隊又はアメリカ合衆

国軍隊に引き渡すときは、逮捕被疑者引渡書（別紙様式第２２号）を作成して行

うものとする。

３ 警務部隊の長は、国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊の構成員又は軍属の

犯した罪について捜査を行うに当たつては、あらかじめ当該国際連合の軍隊又は

アメリカ合衆国軍隊に通知するものとする。

（施設又は区域内における捜査）

第３５０条 国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊が、その権限に基づいて警備
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しているこれらの軍隊の使用する施設若しくは区域内において、逮捕、勾引、勾

留その他人身を拘束する処分を行い、又はこれらの軍隊が使用する施設若しくは

区域内において、又はこれらの軍隊の財産について捜索、差押え、記録命令付差

押え若しくは検証を行うときは、当該国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊の

権限ある者の同意を得て行い、又はそれらの権限ある者に嘱託して行わなければ

ならない。

２ 前項に規定する同意又は嘱託の手続は、警務部隊の長が行なうものとする。

３ 警務官等は、死刑又は無期若しくは長期３年以上の懲役若しくは禁錮にあたる

罪に係る現行犯人を追跡して第１項の施設又は区域内において逮捕するときは、

前２項の手続を要しない。

（国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊の構成員等を拘束した場合の注意）

第３５１条 警務官等は、国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国軍隊の構成員又は軍

属を拘束したときは、その取扱について次の事項に注意しなければならない。

(1) 言語及び習慣の相違を考慮し、健康を害さないようにすること。

(2) 給食については、習慣を考慮すること。

(3) 弁護人の接見等について特に考慮を払うこと。

第１０章 令状の執行

（令状の執行及び報告）

第３５２条 警務官等は、裁判長若しくは裁判官又は検察官から勾引状、勾留状、

差押状、記録命令付差押状、鑑定留置状又は収容状の執行の指揮を受けたときは、

速やかに、その執行をしなければならない。

２ 警務官等は、前項の執行が終つたとき、又は執行が遅延する事由があるときは、

速やかに、その旨を執行について指揮をした裁判長若しくは裁判官又は検察官に

報告しなければならない。

３ 前２項の規定は、検察官から法第９８条（法第１６７条の２及び法第３４３条

において準用する場合を含む。）の規定による保釈若しくは勾留執行停止の取消

しの決定、勾留執行停止の期間満了又は鑑定留置の処分の取消し若しくは期間満

了の場合において収容の指揮を受けた場合について準用する。

４ 警務官等は、前３項の規定による令状の執行に当たつては、所属の警務部隊の

長の指揮を受けて行なうものとする。

（収容状の発付及び原本の送付）

第３５３条 警務官は、検察官の指揮を受けて収容状を発するときは、収容状（基

本様式第５８号）によらなければならない。

２ 警務官等は、前項の規定により発した収容状を執行したときは、その原本を検

察官に送付しなければならない。

第１１章 防衛出動等の場合における手続

（防衛出動時の手続）

第３５４条 自衛隊法第７６条第１項の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合
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における警務官等の犯罪捜査の手続及び実行方法に関するこの訓令の特例は、防

衛大臣が別に定める。

（治安出動時の手続）

第３５５条 自衛隊法第７８条第１項又は第８１条第２項の規定により自衛隊が出

動を命ぜられた場合における警務官等の犯罪の捜査の手続及び実行方法は、防衛

大臣が別に指示するものを除き、この訓令に定めるところによる。

第１２章 雑則

（委任規定）

第３５６条 この訓令の実施に関し必要な細則は、防衛大臣の承認を得て、陸上幕

僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長が定める。

附 則

この訓令は、昭和３４年１２月２１日から施行する。
附 則（昭和３６年９月２９日庁訓第５５号）

この訓令は、昭和３６年１０月１日から施行する。
附 則（昭和３７年５月１日庁訓第３１号）

この訓令は、昭和３７年５月１日から施行する。
附 則（昭和３７年１０月１２日庁訓第６４号）

この訓令は、昭和３７年１０月１２日から施行する。
附 則（昭和３７年１１月１日庁訓第７３号）（抄）

１ この訓令は、昭和３７年１１月１日から施行する。
附 則（昭和３７年１２月２７日庁訓第８９号）

この訓令は、昭和３８年１月１日から施行する。
附 則（昭和３９年２月２８日庁訓第５号）

この訓令は、昭和３９年２月２８日から施行する。ただし、この訓令による改正
後の別紙様式第１６号の規定は、昭和３９年３月１日から適用する。

附 則（昭和４９年４月１１日庁訓第２７号）
この訓令は、昭和４９年４月１１日から施行する。

附 則（昭和５８年１２月１９日庁訓第３２号）
この訓令は、昭和５９年１月１日から施行する。

附 則（昭和５９年６月３０日庁訓第３７号）
１ この訓令は、昭和５９年７月１日から施行する。

附 則（昭和６０年１２月２１日庁訓第４２号）（抄）
１ この訓令は、昭和６０年１２月２１日から施行する。ただし、第２条の規定並
びに第３条、第５条、第１４条及び第１８条の規定中一般職の職員の給与に関す
る法律の題名を改める規定は、昭和６１年１月１日から施行する。

附 則（平成７年６月２８日庁訓第４３号）
この訓令は、平成７年７月１日から施行する。

附 則（平成９年１月１７日庁訓第１号）
この訓令は、平成９年１月２０日から施行する。

附 則（平成１２年１２月２５日庁訓第９５号）
この訓令は、平成１３年１月１日から施行する。

附 則（平成１３年１月６日庁訓第２号）（抄）
１ この訓令は、平成１３年１月６日から施行する。

附 則（平成１５年３月２６日庁訓第９号）
この訓令は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則（平成１６年３月２９日庁訓第１３号）（抄）
１ この訓令は、平成１６年４月１日から施行する。
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２ 改正後の自衛隊犯罪捜査服務規則第３０２条の２の規定は、平成１６年４月１
日（以下「施行日」という。）以後に開始された取調べについて適用し、施行日
の前日に開始され施行日に終了した取調べについては、なお従前の例による。

３ この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを
修正した上使用することができる。

附 則（平成１８年３月２７日庁訓第１２号）（抄）
１ この訓令は、平成１８年３月２７日から施行する。

附 則（平成１８年５月２２日庁訓第７２号）
この訓令は、平成１８年５月２４日から施行する。

附 則（平成１８年７月２８日庁訓第１２号）（抄）
１ この訓令は、平成１８年７月３１日から施行する。

附 則（平成１９年１月５日庁訓第１号）（抄）
１ この訓令は、平成１９年１月９日から施行する。

附 則（平成１９年８月３０日省訓第１４５号）（抄）
１ この訓令は、平成１９年９月１日から施行する。

附 則（平成１９年９月２８日省訓第１６２号）（抄）
この訓令は、平成１９年１０月１日から施行する。

附 則（平成２１年４月２７日省訓第３２号）
１ この訓令は、平成２１年４月２７日から施行する。
１ この訓令の施行の際現存する取調べ室（この訓令の施行後に改築を行つたもの
を除く。）については、当分の間、第３０２条の３の規定は、適用しない。

附 則（平成２７年１０月１日省訓第３９号）（抄）
１ この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。

附 則（平成２８年１１月３０日省訓第６８号）（抄）
１ この訓令は、平成２８年１２月１日から施行する。

附 則（平成３０年５月２２日省訓第３２号）（抄）
１ この訓令は、平成３０年６月１日から施行する。

附 則（平成３０年１１月２７日省訓第４４号）（抄）
１ この訓令は、平成３０年１１月２７日から施行する。

附 則（令和元年６月２０日省訓第８号）（抄）
１ この訓令は、令和元年７月１日から施行する。

附 則（令和４年３月２９日省訓第３３号）
この訓令は、令和４年４月１日から施行する。

この訓令は、令和５年１２月１日から施行する。
附 則

この訓令は、令和６年９月３０日から施行し、同年８月１日から適用する。



別紙様式第1号（規則第５６条） （その１）

被 害 届

年 月 日

殿

所属(住居)
届出人

,氏 名

（電話 ）

次のとおり 被害がありましたからお届けします。

被 害 者 、 所 属

階 級 （ 級 ） （ 認
番 ） 氏 名 、 年 齢

被 害 の 年 月 日 時

被 害 の 場 所

被 害 の 模 様

（用紙 日本産業規格Ａ４）



（用紙 日本産業規格Ａ４）

別紙様式第１号 （その２）

被害者氏名

品 名 数 量 時 価 特 徴 所 有 者

被

害

金

品

犯人の所属(住居)

氏名又は通称、人
相、着衣、特徴等

遺留品その他参考

と な る べ き 事 項

※

注意 １ 届出人と被害者とが異なるときは、届出人と被害者との関係及び本人届出の理由

を遺留品その他参考となるべき事項欄に記入すること。

２ 届出人の依頼によつて警務官等が代書したときは、※印欄に「以上本人の依頼に

より代書した。所属、階級、官職、氏名」を記載し、押印すること。



死 体 請 書

１ 死 体 体

ただし の死体

上記死体確かに受け取りました。

年 月 日

所属（住居）

階級・氏名

,

殿

（用紙 日本産業規格Ａ４）

別紙様式第２号（規則第８８条） （その１）



請 書

１ 死体 体

ただし の死体

上記死体及び下記物品を確かに受け取りました。

年 月 日

所属（住居）

階級・氏名

,

殿

番 号 品 名 数 量 備 考

（用紙 日本産業規格Ａ４）

別紙様式第２号 （その２）



（令状請求簿）

事 件 簿

第 号 第 号 第 号

番 号

令状種別

罪 名

被 疑 者

氏 名

令 月日時 月 日午 時 分 月 日午 時 分 月 日午 時 分

状

発 裁判官

付 氏 名

令 月日時 月 日午 時 分 月 日午 時 分 月 日午 時 分

状

執 執行官

行 氏 名

登載 登載 登載
有 効 期 間 有 効 期 間 有 効 期 間

要求 要求 要求

月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日

月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日

有効期間 月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日

及び更新 月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日

状 況 月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日

月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日

月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日

月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日 月 日 月 日～ 月 日

備 考

（用紙 日本産業規格Ａ４）

別紙様式第３号（規則第３３３条）



（盗品等手配原簿）

事 件 簿

番 号

種 別

発 布

年 月 日

発 行

部 数

配 布

範 囲

罪 名

被 害 者

品 触 れ

内 容

取 扱

警 務 官

備 考

（用紙 日本産業規格Ａ４）

別紙様式第４号（規則第１２５条、第３３３条）



指 名 通 報 書

１ 年月日

２ 罪 名

３

氏名、年齢

職業、階級

（級）前科

４

本 籍

住居(所属)

５

人 相

特 徴 等

６

被疑事実の

要 旨

７

立ち回り先

８

備 考

９

警務部隊名

（注意）１ 通報と通報の受理に兼用する。

２ 電信による場合は、各欄の番号とその内容のみを通信すること。

３ 逮捕状の発せられた被疑者については、氏名の上に丸印をつけること。

４ 備考欄には指紋番号、手口名等を記入すること。

（用紙 日本産業規格Ａ４）

別紙様式第５号（規則第１２７条）



別紙様式第６号（規則第１２８条） （その１）

指 名 手 配 書

手配年月日時 年 月 日 午 時 分

手 配 者

事 件 名
手 配
種 別 第１種 第２種
範 囲 全国 （ ）

手 配 先
罪 名

発
取 扱 者

受 年 月 日 午 時 分

出 生 地

被 本 籍
（ 国 籍 ）

所 属

（住居）

フリガナ
階 級
（級）

氏 名（職業）
疑

フ リ ガ ナ

異（偽）名

生 年 大 男
昭 年 月 日 性 別 ・ 前 科

月 日 平 （ 歳） 女
者 令

身 体 身 長
特 徴 cm

人 相
体 格
特 徴 等

指 紋 左 被 疑 者 有 年 月 日

番 号 右 写 真 無

（用紙 日本産業規格Ａ４）



別紙様式第６号 （その２）

被
疑
事
実
の
要
旨

逮 有 効 期 間 年 月 日から 年 月 日まで以後更新
捕
状 引 致 場 所

共 共 犯 被 疑 者 有 年 月 日 地方（区）検察庁身柄送致

犯 の 逮 捕 無 （被疑者氏名 ）

立
回
り
先

国 旅 券 発 給 国 旅券番号

際 旅 券 発 行 月 日 年 月 日 有効期間

海 手 配 種 別 出国 入国 出 国 確 認 留 保 通 知

空
手 配 先 海 空 港

港

手
理 由

配

逃 走
反 撃

被疑者発見時の注意事項 凶器所持
自殺企図

その他参考となるべき事項

担 当 警 務 隊
（電話 内線 ）

注意 １ 指名手配と指名通報に兼用する。

２ 住居不定の場合は、その旨を記載し、前住居を付記すること。

３ 急速を要するために逮捕状の発付を受けるいとまのない場合において被疑者の手配をするときは、

その旨を参考事項欄に記入し、逮捕状の発付を得た後、その有効期間を追報すること。

４ 指名通報の場合において、逮捕状の発付を受けていないときは、参考事項欄に「逮捕状なし」と

記入すること。

５ 取扱い上特に注意を要するもの又はその旨の連絡があつたものについては、（その１）右上欄外に

の文字を赤色で表示すること。.

（用紙 日本産業規格Ａ４）



発 第 号

依 頼 書
逮 捕

品触れ

被疑者 に対する 被疑事件について

の必要があるので別添によりしかるべく処置されるよう依頼
逮 捕

品触れ

します。

年 月 日

（所属）

司法警察職員

,

殿

（用紙 日本産業規格Ａ４）

別紙様式第７号（規則第１２９条、第１３４条）



別紙様式第８号（規則第１３４条）

盗 品 等 手 配 書
重 要

普 通

番 号 そ の 他

品 名

品 質

及 び

形 状

特 徴

備 考

上記の品物は、 年 月 日午 時 分ごろから

月 日午 時 日までの間における 事件の

被害品であるから発見の際は、隊（捜査本部）又はもよりの警務隊に御連絡下

さい。

年 月 日

,捜査本部長

,隊 長

（用紙 日本産業規格Ａ４）


